
号

外

七�
平

成
二
十
一
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

税

務

課)

一
ペ
ー
ジ

訓

令

甲

○
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

同

)

五
二

規

則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
三
十
四
号

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
四
十
三
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

目
次
中｢

第
四
節

削
除

第
五
節

自
動
車
税(

第
八
十
三
条
―
第
八
十
七
条
の
四)

｣

を ｢

第
四
節

自
動
車
取

第
四
節
の
二

軽
油

第
五
節

自
動
車
税

得
税(

第
七
十
八
条
―
第
八
十
二
条
の
十
五)

引
取
税(

第
八
十
二
条
の
十
六
―
第
八
十
二
条
の
三
十
一)

(

第
八
十
三
条
―
第
八
十
七
条
の
四)

｣

に
、｢

第
一
節

自
動
車
取
得
税(

第

第
二
節

軽
油
引
取
税(

第
九

九
十
六
条
―
第
九
十
六
条
の
十)

十
七
条
―
第
百
四
条)

｣

を｢

第
一
節
及
び
第
二
節

削
除｣

に
改
め
る
。

第
一
条
第
二
項
中｢

第
三
章
第
二
節｣

を｢

第
四
節
の
二｣

に
、｢

自
動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税｣

を｢
自
動
車
取
得
税
又
は
自
動
車
税｣

に
、｢

第
二
章
第
八
節
及
び
第
三
章
第
二
節
中
ゴ
ル
フ
場
利
用

税
又
は
軽
油
引
取
税｣

を｢

第
二
章
第
四
節
の
二
及
び
第
八
節
中
軽
油
引
取
税
又
は
ゴ
ル
フ
場
利
用
税｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
二
章
第
五
節(

第
八
十
五
条
、
第
八
十
五
条
の
五
、
第
八
十
五
条
の
六

及
び
第
八
十
五
条
の
八
か
ら
第
八
十
六
条
ま
で
を
除
く
。)

及
び
第
三
章
第
一
節｣

を｢

第
二
章
第
四

節(

第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
二
条
の
三
及
び
第
八
十
二
条
の
五
か
ら
第
八
十
二
条
の
七
ま
で
を
除
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く
。)

及
び
第
五
節(

第
八
十
五
条
及
び
第
八
十
六
条
を
除
く
。)｣

に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
項
第
十
五
号
中｢

第
六
百
九
十
九
条
の
三
十
二｣

を｢

第
百
四
十
三
条｣

に
改
め
る
。

第
十
条
の
二
中｢

第
六
十
条
の
十｣

の
下
に｢

、
第
七
十
一
条
の
二
十
四
第
二
項｣

を
加
え
、｢

、

第
百
五
十
八
条
第
二
項｣

を
削
る
。

第
十
二
条
第
一
項
中｢

第
百
三
十
七
条
の
八
第
一
項｣

を｢

第
六
十
八
条
第
一
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
中｢
自
動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
取
得
税
又
は
自
動
車
税｣

に
改
め

る
。第

五
十
六
条
の
三
を
第
五
十
六
条
の
四
と
し
、
第
五
十
六
条
の
二
を
第
五
十
六
条
の
三
と
し
、
第
五

十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

法
人
の
県
民
税
に
係
る
仮
装
経
理
法
人
税
割
額
の
還
付
請
求
書)

第
五
十
六
条
の
二

法
第
五
十
三
条
第
四
十
三
項
に
規
定
す
る
法
人
の
県
民
税
に
係
る
仮
装
経
理
法
人

税
割
額
の
還
付
の
請
求
書
は
、
第
七
十
七
号
の
二
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

第
六
十
三
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

法
人
の
事
業
税
に
係
る
仮
装
経
理
事
業
税
額
の
還
付
請
求
書)

第
六
十
三
条
の
二

法
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
六
項
に
規
定
す
る
法
人
の
事
業
税
に
係
る
仮
装

経
理
事
業
税
額
の
還
付
の
請
求
書
は
、
第
七
十
七
号
の
二
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
第
四
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
節

自
動
車
取
得
税

(

自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
等)

第
七
十
八
条

条
例
第
六
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
及
び
同
条
第
二
項
に

規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
の
報
告
書
並
び
に
条
例
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税

の
修
正
申
告
書
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
号
の
九
様
式
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求)

第
七
十
九
条

法
第
二
十
条
の
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求
を
し
よ
う

と
す
る
者
は
、
第
九
十
五
号
様
式
に
よ
る
請
求
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
設
置
等)

第
八
十
条

条
例
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
証
紙
代
金
収
納
計
器(

以
下｢

収
納
計
器｣

と
い

う
。)

の
設
置
場
所
は
、
自
動
車
税
事
務
所
、
軽
自
動
車
検
査
協
会
岐
阜
事
務
所
及
び
社
団
法
人
岐

阜
県
自
動
車
会
議
所(

昭
和
二
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日
に
社
団
法
人
岐
阜
県
自
動
車
会
議
所
と
い

う
名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
飛�
事
務
所
の
三
箇
所
と
す
る
。

２

収
納
計
器
は
、
社
団
法
人
岐
阜
県
自
動
車
会
議
所(

以
下｢

収
納
計
器
取
扱
者｣

と
い
う
。)

が

取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
収
納
計
器
の
設
置
場
所
を
明
ら
か
に
す
る
た
め｢

岐
阜
県
自
動
車
取
得
税
・

自
動
車
税
証
紙
代
金
収
納
計
器
取
扱
所｣

と
表
示
し
た
標
札
を
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

証
紙
代
金
収
納
印
の
印
影
の
形
式
等)

第
八
十
一
条

条
例
第
六
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
収
納
計
器
の
印
影(

以
下｢

証
紙
代
金
収
納
印｣

と
い
う
。)

の
形
式
は
、
第
九
十
六
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
者
か
ら
第
七
十
八
条
に
規
定
す
る
申
告
書
及

び
自
動
車
取
得
税
に
相
当
す
る
証
紙
代
金
を
受
け
取
つ
た
場
合
は
、
当
該
申
告
書
の
証
紙
代
金
収
納

印
欄
に
証
紙
代
金
収
納
印
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
税
の
申

告
書
及
び
自
動
車
税
に
相
当
す
る
証
紙
代
金
を
同
時
に
受
け
取
つ
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
税
額
の

合
計
額
を
表
示
す
る
も
の
と
す
る
。

３

著
し
く
汚
染
し
、
又
は
き
損
し
た
証
紙
代
金
収
納
印
の
印
影
は
、
無
効
と
す
る
。

(

始
動
票
札
の
形
式)

第
八
十
二
条

収
納
計
器
を
始
動
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
票
札(

以
下｢

始
動
票
札｣

と
い
う
。)

の

形
式
は
、
第
九
十
七
号
様
式
の
と
お
り
と
す
る
。

(

始
動
票
札
の
買
受
け
等)

第
八
十
二
条
の
二

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
始
動
票
札
を
買
い
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
始
動

票
札
の
額
面
金
額
そ
の
他
の
必
要
事
項
を
記
載
し
た
第
九
十
八
号
様
式
に
よ
る
始
動
票
札
買
受
請
求

(

受
領)

書
を
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
に
対
し
て
は
、
収
納
計
器
取
扱
手
数
料(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

手
数
料｣

と
い
う
。)

と
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
に
相
当
す
る
金
額
を
交
付
す
る
。

一

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
額(

収
納
計
器
に
よ
り
表
示
し
た
金
額
か
ら
第
八
十
二
条
の
五
第
一

項
に
規
定
す
る
誤
表
示
金
額
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
誤
表
示
金
額
を
差
し
引
い
た
後
の
金
額
。
以

下｢

有
効
表
示
金
額｣

と
い
う
。)

の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
手
数
料

率
を
乗
じ
て
得
た
額
の
合
計
額
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
額
は
、
毎
年
四

月
一
日
か
ら
翌
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
累
計
額
と
す
る
。

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )２



百
五
十
億
円
を
超
え
る
額

百
億
円
を
超
え
百
五
十
億
円
以
下
の
額

七
十
億
円
を
超
え
百
億
円
以
下
の
額

五
十
億
円
を
超
え
七
十
億
円
以
下
の
額

三
十
億
円
を
超
え
五
十
億
円
以
下
の
額

二
十
億
円
を
超
え
三
十
億
円
以
下
の
額

二
十
億
円
以
下
の
額

自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税
の
収
納
計
器
に
よ
る
有
効
表
示
金
額

百
分
の
〇
・
〇
二
五

百
分
の
〇
・
〇
五

百
分
の
〇
・
一

百
分
の
〇
・
二

百
分
の
〇
・
五

百
分
の
一
・
〇

百
分
の
一
・
五

手
数
料
率

二

前
号
に
規
定
す
る
合
計
額
に
消
費
税
法(
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
百
八
号)

第
二
十
九
条
に
規

定
す
る
税
率
の
範
囲
内
で
知
事
が
定
め
る
率
を
乗
じ
て
得
た
額

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
手
数
料
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
第
九
十
九
号
様
式
に
よ
る

収
納
計
器
取
扱
手
数
料
請
求
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
始
動
票
札
の
買
受
け
に
係
る
代
金
の
納
入
及
び
手
数
料
の
交

付
そ
の
他
必
要
な
事
項
は
、
別
に
定
め
る
。

(

始
動
票
札
の
返
還
等)

第
八
十
二
条
の
三

始
動
票
札
は
、
返
還
し
て
現
金
の
還
付
を
受
け
、
又
は
交
換
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

一

始
動
票
札
の
形
式
を
変
更
し
、
又
は
廃
止
し
た
と
き
。

二

収
納
計
器
取
扱
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
。

三

年
度
が
終
了
し
た
場
合
に
お
い
て
、
未
使
用(

使
用
中
を
含
む
。)

の
始
動
票
札
が
あ
る
と
き
。

四

著
し
く
汚
染
し
、
又
は
き
損
し
た
た
め
使
用
で
き
な
く
な
つ
た
と
き
。

五

そ
の
他
自
動
車
税
事
務
所
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
。

２

前
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
始
動
票
札
を
返
還
し
、
又
は
交
換
す
る
と
き
は
、
第
百
号
様
式
に

よ
る
始
動
票
札
返
還(

交
換)

申
請
書
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
使
用
済
み
と
な
つ
た
始
動
票
札
を
毎
月
取
り
ま
と
め
第
百
一
号
様
式
に
よ

る
始
動
票
札
返
納
書
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
第
百
二
号
様
式
に
よ
る
始
動
票
札
受
払
簿
に
所
定
の
事
項
を
記
載
し
、
受

払
い
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

超
過
表
示
の
禁
止)

第
八
十
二
条
の
四

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
始
動
票
札
に
表
示
さ
れ
た
金
額
を
超
え
て
収
納
計
器
を
使

用
し
て
は
な
ら
な
い
。

(

誤
表
示
の
取
扱
い)

第
八
十
二
条
の
五

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
申
告
税
額
を
超
え
て
証
紙
代
金
収
納
印
を
表
示
し
た
と
き

は
、
当
該
収
納
印
の
上
に
第
百
二
号
の
二
様
式
に
よ
る
誤
表
示
印
を
押
印
し
、
第
百
二
号
の
三
様
式

に
よ
る
誤
表
示
確
認
書
に
所
定
の
事
項
を
記
載
し
、
誤
表
示
と
な
つ
た
申
告
書
を
添
え
て
、
直
ち
に
、

自
動
車
税
事
務
所
長
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
誤
表
示
確
認
書
を
毎
月
取
り
ま
と
め
、
翌
月
第
一
回
目
の
始
動
票
札
の
買

受
け
の
と
き
に
、
始
動
票
札
買
受
請
求(

受
領)

書
に
当
該
誤
表
示
金
額
を
記
載
し
た
う
え
、
当
該

誤
表
示
確
認
書
を
添
付
し
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
買
受
の
請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
年
度
末
に
お
い
て
払
戻
し
を
受
け
て
い
な
い
誤
表
示
金
額
が
あ
る
と
き
、

又
は
始
動
票
札
の
返
還
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
第
百
二
号
の
四
様
式
に
よ
る
始
動
票
札
買
受
代
金

還
付
請
求
書
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
還
付
の
請
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。

(

収
納
計
器
の
使
用
状
況
の
記
録
等)

第
八
十
二
条
の
六

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
第
百
二
号
の
五
様
式
に
よ
る
収
納
計
器
使
用
記
録
簿
を
備

え
、
毎
日
所
定
の
事
項
を
記
載
し
、
収
納
計
器
の
使
用
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

前
項
の
帳
簿
は
、
年
度
ご
と
に
整
理
し
、
年
度
終
了
後
五
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

収
納
計
器
取
扱
者
は
、
第
百
二
号
の
六
様
式
に
よ
る
収
納
計
器
使
用
状
況
報
告
書
に
よ
つ
て
毎
月

分
を
翌
月
十
日
ま
で
に
自
動
車
税
事
務
所
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

収
納
計
器
の
取
扱
状
況
に
関
す
る
調
査)

第
八
十
二
条
の
七

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
収
納
計
器
の
使
用
状

況
を
調
査
し
、
収
納
計
器
取
扱
者
に
対
し
必
要
な
指
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
等)

第
八
十
二
条
の
八

条
例
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
譲
渡
担
保
財
産
の
設
定
者
に
当
該
譲
渡
担
保
財
産
に
係
る
自
動
車

を
移
転
し
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
第
百
二
号
の
七
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
納
税
義
務
の
免
除
を
決

定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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３

条
例
第
六
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
徴
収
猶
予
の
申
告
書
は
、
条
例
第
六
十

六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
ま
で
に
、
第
百

二
号
の
七
様
式
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

条
例
第
六
十
九
条
第
六
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
の
申
請
書
は
、
同

条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
、
第
百
二
号
の
七
様
式
に

よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
還
付
す
べ
き
額
を
決
定

し
た
と
き
、
又
は
法
第
百
二
十
五
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
額
を
充
当
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
自
動
車
取
得
税
の
還
付
又
は
納
付
義
務
の
免
除)

第
八
十
二
条
の
九

条
例
第
七
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
額
の
還
付
又
は
納
付
義
務
の

免
除
の
申
請
書
は
、
同
項
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
日
か
ら
十
五
日
以
内
に
第
百
二
号
の
八
様

式
に
よ
つ
て
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
還
付
す
べ
き
額
を
決
定

し
た
と
き
若
し
く
は
法
第
百
二
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
百
二
十
五
条
第
七
項

の
規
定
に
よ
り
当
該
還
付
額
を
充
当
し
た
と
き
又
は
納
付
義
務
の
免
除
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
そ

の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
又
は
重
加
算
金
額
の
納
期
限)

第
八
十
二
条
の
十

法
第
百
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
百
三
十
三
条
の
規
定
に
よ

り
、
自
動
車
取
得
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
不
申
告
加
算
金
額
又
は
重
加
算
金
額
を

徴
収
す
る
場
合
の
当
該
加
算
金
額
の
納
期
限
は
、
当
該
加
算
金
額
に
係
る
第
十
一
条
に
規
定
す
る
通

知
書
を
発
し
た
日
か
ら
一
月
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

(

災
害
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
減
免)

第
八
十
二
条
の
十
一

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
天
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
つ
て
滅

失
又
は
損
壊(

修
理
不
能
の
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。)

し
た
自
動

車
に
代
わ
る
自
動
車
を
当
該
災
害
の
あ
つ
た
日
か
ら
三
月
以
内
に
取
得
し
た
者(

次
項
の
規
定
に
よ

り
当
該
滅
失
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動
車
取
得
税
を
減
免
し
た
者
を
除
く
。)

に

つ
い
て
は
、
当
該
滅
失
又
は
損
壊
し
た
自
動
車
の
価
額
に
自
動
車
取
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額

以
下
の
額
の
自
動
車
取
得
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
を
取
得
し
た
者
で
当
該
自
動
車
を
取
得
後
条

例
第
六
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
ま
で

に
天
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
つ
て
滅
失
又
は
損
壊
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
滅
失
又
は
損
壊
し

た
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
全
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

条
例
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
減
免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
で

前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
は
、
条
例
第
六
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告

書
を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
ま
で
に
、
第
百
二
号
の
九
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
減
免
を
決
定
し
た
と
き

は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

公
的
医
療
機
関
の
取
得
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
減
免)

第
八
十
二
条
の
十
二

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
法(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
五
号)

第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
公
的
医
療
機
関
で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
が
救
急
、
採
血
又
は
へ
き
地
巡
回
診
療
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
の
取
得

又
は
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
が
開
設
す
る
病
院
又
は
診
療
所
に
お
い
て
救
急
又
は

へ
き
地
巡
回
診
療
の
た
め
に
使
用
す
る
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
全
額
を

減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

日
本
赤
十
字
社

二

社
会
福
祉
法
人
恩
賜
財
団
済
生
会

三

全
国
厚
生
農
業
協
同
組
合
連
合
会
の
会
員
で
あ
る
厚
生(

医
療)

農
業
協
同
組
合
連
合
会

四

国
民
健
康
保
険
法(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)

第
八
十
三
条
に
規
定
す
る
国
民
健

康
保
険
団
体
連
合
会

２

条
例
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
減
免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
で

前
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
条
例
第
六
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告

書
を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
ま
で
に
、
第
百
二
号
の
十
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

前
条
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(
条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ハ
の
規
則
で
定
め
る
も
の)

第
八
十
二
条
の
十
三

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
ハ
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
等
を
介
護
す
る

者
で
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
身
体
障
害
者(

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
身
体

障
害
者
を
い
う
。
次
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
四

項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

又
は
精
神
障
害
者(

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
精

神
障
害
者
を
い
う
。
次
条
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
及
び
第
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四
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)

の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
を
継
続

し
て
日
常
的
に
介
護
す
る
者
で
、
福
祉
事
務
所(

社
会
福
祉
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号)

第
十
四
条
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
長(

福
祉
事
務
所
を
設

置
し
な
い
町
村
に
あ
つ
て
は
、
町
村
の
長)

、
健
康
福
祉
部
地
域
福
祉
国
保
課
長
又
は
保
健
所
の
長

(

以
下｢

福
祉
事
務
所
長
等｣

と
い
う
。)

の
確
認
を
受
け
た
も
の(

次
条
及
び
第
八
十
七
条
の
三
に

お
い
て｢

介
護
者｣
と
い
う
。)

と
す
る
。

(

心
身
障
害
等
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
減
免)

第
八
十
二
条
の
十
四

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て

は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車(

当
該
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。)

の
取
得
に
対

す
る
自
動
車
取
得
税
の
全
部
又
は
一
部
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

身
体
障
害
者

そ
の
者
が
専
ら
運
転
す
る
自
動
車
の
取
得
又
は
そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車
の
取
得

二

年
齢
十
八
歳
未
満
の
身
体
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

そ
の
者
又
は
当
該
身
体
障
害
者
と

生
計
を
一
に
す
る
他
の
者
が
専
ら
当
該
身
体
障
害
者
の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に

運
転
す
る
自
動
車
の
取
得

三

精
神
障
害
者

そ
の
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者
が
専
ら
当
該
精
神
障
害
者
の
通
学
、
通
院
、
通

所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車
の
取
得

四

精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
者

そ
の
者
又
は
当
該
精
神
障
害
者
と
生
計
を
一
に
す
る
他

の
者
が
専
ら
当
該
精
神
障
害
者
の
通
学
、
通
院
、
通
所
又
は
生
業
の
た
め
に
運
転
す
る
自
動
車
の

取
得

五

身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者(

第
三
項
及
び
第
六
項
並
び
に
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
を
除

き
、
以
下｢

身
体
障
害
者
等｣

と
い
う
。)

の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
身
体
障
害
者
等

そ
の

者
が
所
有
し
、
か
つ
、
介
護
者
が
運
転
す
る
自
動
車
の
取
得

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
減
免
で
き
る
自
動
車
取
得
税
の
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
少

な
い
額
と
す
る
。

一

税
額

二

三
百
万
円
に
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
変
更
又
は
身
体
障
害
者
等
が
運
転

す
る
た
め
の
構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
に
自
動
車
取
得
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た

額

３

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
構
造
上
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
利
用
に
専

ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
を
取
得
し
た
者
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
自
動

車(

特
定
の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
、
当
該
特
定

の
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
に
限
る
。)

に
対
す
る
自
動
車
取
得
税
の
全
額

を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

車
い
す
の
昇
降
装
置
若
し
く
は
固
定
装
置
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動

車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構
造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の

目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

二

浴
槽
を
装
置
す
る
特
別
の
仕
様
に
よ
り
製
造
さ
れ
た
自
動
車
又
は
一
般
の
自
動
車
に
同
様
の
構

造
変
更
が
加
え
ら
れ
た
自
動
車
で
、
当
該
自
動
車
の
使
用
の
目
的
に
供
さ
れ
て
い
る
も
の

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
減
免
に
つ
い
て
は
、
自
動
車
が
そ
の
利
用
に
供
さ
れ
る
身
体
障
害
者
又
は

精
神
障
害
者
一
人
に
つ
き
一
台
を
対
象
と
す
る
。

５

第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
一
人
の
身
体
障
害
者
等
に
よ
る
自
動
車
の
取
得
に
係
る
自
動

車
取
得
税
を
減
免
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
自
動
車
を
所
有
し
て
い
る
場
合
に
あ
つ
て
は
そ
の

間
、
当
該
自
動
車
を
所
有
し
な
く
な
つ
た
場
合
に
あ
つ
て
は
当
該
自
動
車
の
取
得
の
日
か
ら
一
年
間

(

当
該
自
動
車
が
新
規
登
録
に
係
る
も
の
で
当
該
登
録
と
同
時
に
減
免
を
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は

二
年
間)

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
身
体
障
害
者
等
に
よ
る
新
た
な
自
動
車
の

取
得
に
係
る
自
動
車
取
得
税
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一

道
路
運
送
車
両
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
五
号)

第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

永
久
抹
消
登
録
又
は
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
一
時
抹
消
登
録
が
さ
れ
た
自
動
車
に

代
わ
る
自
動
車
の
取
得

二

天
災
そ
の
他
の
災
害
に
よ
り
滅
失
又
は
使
用
不
能
と
な
つ
た
自
動
車
に
代
わ
る
自
動
車
の
取
得

三

前
二
号
と
の
均
衡
上
減
免
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
自
動
車
の
取
得

６

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車

の
取
得
価
格
の
う
ち
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
構
造
変
更
又
は
身
体

障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
が
運
転
す
る
た
め
の
構
造
変
更
に
要
し
た
金
額
に
当
該
自
動
車
取
得
税
の

税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
に
相
当
す
る
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

構
造
上
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
の
利
用
に
供
す
る
た
め
の
自
動
車
で
、
身
体
障
害
者
又

は
精
神
障
害
者
以
外
の
者
の
利
用
に
も
併
せ
て
供
さ
れ
る
も
の
を
取
得
し
た
者

当
該
自
動
車
の

取
得

二

専
ら
身
体
障
害
者
又
は
精
神
障
害
者
が
運
転
す
る
た
め
の
構
造
変
更
が
な
さ
れ
た
自
動
車(

営

業
用
の
も
の
に
限
る
。)

を
取
得
し
た
者

当
該
自
動
車
の
取
得

７

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
身
体
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で
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呼
吸
器
機
能
障
害

じ
ん
臓
機
能
障
害

心
臓
機
能
障
害

乳
幼
児
期

以
前
の
非

進
行
性
の

脳
病
変
に

よ
る
運
動

機
能
障
害

体
幹
不
自
由

下
肢
不
自
由

上
肢
不
自
由

音
声
機
能
障
害

平
衡
機
能
障
害

聴
覚
障
害

視
覚
障
害

障
害
区
分

移
動

機
能

上
肢

機
能

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級
、
四
級
、

五
級
、
六
級

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級
、
五
級

一
級
、
二
級
、
三
級
、
四
級
、

五
級
、
六
級

一
級
、
二
級
、
三
級

三
級(

こ
う
と
う
摘
出
に
よ
る

音
声
機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に

限
る
。)

三
級
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級
、
四
級

自
ら
運
転
す
る
場
合
に
お
け
る

被
交
付
者
の
障
害
の
級
別

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級

三
級
二
級
、
三
級

一
級
、
二
級
、
三
級
、
四
級

生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
介
護
す
る

者
が
運
転
す
る
場
合
に
お
け
る
被
交

付
者
の
障
害
の
級
別

下
肢
不
自
由

上
肢
不
自
由

音
声
機
能
障
害

平
衡
機
能
障
害

聴
覚
障
害

視
覚
障
害

傷
害
の
区
分

ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ

イ
ル
ス
に
よ
る
免

疫
機
能
障
害

小
腸
の
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
の
機
能
障
害

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症
、
五
項
症
、

六
項
症
、
一
款
症
、
二
款
症
、

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症

(

こ
う
と
う
摘
出
に
よ
る
音
声

機
能
障
害
が
あ
る
場
合
に
限
る
。)

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症

自
ら
運
転
す
る
場
合
に
お
け
る

戦
傷
病
者
の
重
度
障
害
又
は
傷

害
の
程
度

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

生
計
を
一
に
す
る
者
又
は
介
護
す
る

者
が
運
転
す
る
場
合
に
お
け
る
戦
傷

病
者
の
重
度
障
害
又
は
傷
害
の
程
度

一
級
、
二
級
、
三
級

一
級
、
三
級

一
級
、
三
級

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
身

体
障
害
者
手
帳(

以
下｢

身
体
障
害
者
手
帳｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者(

以
下
こ

の
号
に
お
い
て｢

被
交
付
者｣

と
い
う
。)

の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に

応
じ
、
被
交
付
者
が
自
ら
運
転
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の
中
欄
に
、
被
交
付
者
と
生
計
を
一

に
す
る
者
又
は
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
被
交
付
者
の
介
護
者
が
運
転
す
る
場

合
に
あ
つ
て
は
同
表
の
下
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
五

年
厚
生
省
令
第
十
五
号)
別
表
第
五
号
に
定
め
る
障
害
の
級
別
に
該
当
す
る
障
害
を
有
す
る
も
の

二

戦
傷
病
者
特
別
援
護
法(

昭
和
三
十
八
年
法
律
第
百
六
十
八
号)

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
戦
傷

病
者
手
帳(

以
下｢

戦
傷
病
者
手
帳｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者(

以
下
こ
の
号
に

お
い
て｢

戦
傷
病
者｣

と
い
う
。)

の
う
ち
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
障
害
の
区
分
に
応
じ
、

戦
傷
病
者
が
自
ら
運
転
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の
中
欄
に
、
戦
傷
病
者
と
生
計
を
一
に
す
る

者
又
は
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の
戦
傷
病
者
を
介
護
す
る
者
が
運
転
す
る
場
合

に
あ
つ
て
は
同
表
の
下
欄
に
そ
れ
ぞ
れ
掲
げ
る
恩
給
法(

大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号)

別
表

第
一
号
表
ノ
二
又
は
第
一
号
表
ノ
三
に
定
め
る
重
度
障
害
又
は
傷
害
の
程
度
に
該
当
す
る
障
害
を

有
す
る
も
の
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小
腸
の
機
能
障
害

ぼ
う
こ
う
又
は
直

腸
の
機
能
障
害

呼
吸
器
機
能
障
害

じ
ん
臓
機
能
障
害

心
臓
機
能
障
害

体
幹
不
自
由

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、

三
項
症
、
四
項
症
、
五
項
症
、

六
項
症
、
一
款
症
、
二
款
症
、

三
款
症

三
款
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症

特
別
項
症
、
一
項
症
、
二
項
症
、
三

項
症
、
四
項
症

８

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
精
神
に
障
害
を
有
し
歩
行
が
困
難
な
者
で
規
則
で

定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
療
育
手
帳(

以
下｢

療
育
手
帳｣

と
い
う
。)

の
交

付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち
重
度
の
障
害
を
有
す
る
も
の

二

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号)

第

四
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
及
び
障
害
者
自
立
支
援
法(
平
成
十
七
年

法
律
第
百
二
十
三
号)

第
五
十
四
条
第
三
項
の
自
立
支
援
医
療
受
給
者
証(

精
神
通
院
医
療
に
限

る
。)(

以
下｢

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等｣

と
い
う
。)

の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
の
う
ち

精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
施
行
令(

昭
和
二
十
五
年
政
令
第
百
五
十
五
号)

第
六
条
第
三
項
に
規
定
す
る
一
級
の
障
害
を
有
す
る
も
の

９

条
例
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
動
車
取
得
税
の
減
免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者

で
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
、
条
例
第

六
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
か
ら
三
十

日
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
、
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
り
、
か
つ
、
運
転
す
る
者
が
身

体
障
害
者
等
と
生
計
を
一
に
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
市
町
村
長
が
発
行
す
る
当
該
自
動
車
に
係
る
当

該
事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
、
当
該
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
が
第
一
号
に
掲
げ
る
者
で
、
か
つ
、

身
体
障
害
者
等
の
介
護
者
で
あ
る
と
き
は
福
祉
事
務
所
長
等
が
発
行
す
る
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該

事
実
を
証
明
す
る
書
類
を
、
第
二
号
に
掲
げ
る
者
で
あ
る
と
き
は
当
該
自
動
車
に
係
る
当
該
事
実
を

証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
一
項
に
掲
げ
る
者

第
百
二
号
の
十
一
様
式

二

第
三
項
に
規
定
す
る
者

第
百
二
号
の
十
二
様
式

三

第
六
項
に
掲
げ
る
者

第
百
二
号
の
十
三
様
式

10

条
例
第
七
十
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
書
類
は
、
身
体
障
害
者
手
帳(

身
体
障
害

者
手
帳
の
交
付
を
受
け
な
い
で
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
に
あ
つ
て
は
戦
傷
病
者
手

帳)

、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
等
と
す
る
。

11

第
八
十
二
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
は
、
第
九
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

(

公
益
等
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
減
免)

第
八
十
二
条
の
十
五

条
例
第
七
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
消
防
自
動
車
又
は
国
若
し
く
は
地

方
公
共
団
体
に
無
償
で
貸
し
付
け
、
公
用
若
し
く
は
公
共
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
取
得
し
た
者
及

び
救
護
資
材
の
運
搬
の
用
に
供
す
る
自
動
車
を
取
得
し
た
日
本
赤
十
字
社
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動

車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
全
額
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

条
例
第
七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
減
免
の
申
請
を
し
よ
う
と
す
る
者
で

前
項
に
規
定
す
る
も
の
は
、
条
例
第
六
十
六
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書

を
提
出
す
べ
き
時
又
は
日
ま
で
に
、
第
百
二
号
の
十
四
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
当
該
減
免
を
受
け
よ

う
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
、
当
該
申
請
書
を
自
動
車
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
八
十
二
条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
二
章
第
四
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
四
節
の
二

軽
油
引
取
税

(
仮
特
約
業
者
の
指
定
等
の
通
知)

第
八
十
二
条
の
十
六

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取

税
の
仮
特
約
業
者
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
仮
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
と
き
、

又
は
仮
特
約
業
者
の
指
定
を
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
八
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
仮
特
約
業
者
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の
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
を
受
け
た
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

特
約
業
者
の
指
定
等
の
通
知)

第
八
十
二
条
の
十
七

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取

税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
と
き
、
又
は

特
約
業
者
の
指
定
を
認
め
な
い
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
、
第
五
項
本
文
又
は
第
六
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
指
定
を
受
け
た

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
こ
と
と
さ
れ
る
引
取
り
に
係
る
軽
油
の
数
量
の
承
認
申
請)

第
八
十
二
条
の
十
八

条
例
第
七
十
一
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
条
例
第
七
十
一
条
の
五
第
二
号

に
掲
げ
る
引
取
り
に
係
る
軽
油
の
数
量
に
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
登
録
特
別
徴
収
義
務
者

は
、
第
百
二
号
の
十
五
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
条
例
第
七
十
一
条
の
十
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申

告
書
に
添
付
し
て
、
こ
れ
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
保
全
担
保)

第
八
十
二
条
の
十
九

第
二
十
五
条
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
の
規
定
に
よ
る
保
全
担
保

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
五
条
第
一
項
中｢
法
第
十
六
条
の
三
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
一
項｣

と
、
同
条
第
三
項
中｢
法
第
十
六
条
の
三
第
三

項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
二
項｣

と
、
同
条
第
四
項
中｢
法
第
十
六
条
の
五

第
三
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
第
二
項｣

と
、｢

同
条
第
一
項｣
と
あ
る
の
は

｢

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
等)

第
八
十
二
条
の
二
十

条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
一
項
、
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税

の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
又
は
登
録
の
変
更
の
申
請
は
、
第
百
二
号
の
十
六
様
式
に
よ
る
申
請
書

に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
の
消

除
の
申
請
は
、
第
百
二
号
の
十
七
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

条
例
第
七
十
一
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
証
票
の
再
交
付
の
申
請
は
、
第
百
二
号
の
十
八

様
式
に
よ
る
申
請
書
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び
免
税
証
の
返
納
の
命
令)

第
八
十
二
条
の
二
十
一

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油

引
取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び
免
税
証
の
返
納
を
命
ず
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
二
号

の
十
九
様
式
に
よ
る
返
納
命
令
書
に
よ
つ
て
、
そ
の
発
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
お
い
て
返
納
期
限

を
定
め
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
及
び
免
税
証
の
返
納)

第
八
十
二
条
の
二
十
二

免
税
軽
油
使
用
者
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
四
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ

り
軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
返
納
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
二
号
の
二
十
様

式
に
よ
る
返
納
申
告
書
に
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
証
を
添
え
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
五
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
証

を
返
納
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

免
税
軽
油
使
用
者
の
帳
簿
の
記
載
等)

第
八
十
二
条
の
二
十
三

免
税
軽
油
使
用
者
は
、
帳
簿
を
備
え
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
当
該
行
為
が
あ

つ
た
日
ご
と
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

交
付
を
受
け
た
免
税
証
の
種
類
及
び
番
号

二

免
税
軽
油
の
引
取
り
の
た
め
に
使
用
し
た
免
税
証
の
種
類
及
び
番
号
並
び
に
引
取
数
量
及
び
引

取
先
の
氏
名
又
は
名
称

三

返
納
し
た
免
税
証
の
種
類
及
び
番
号

四

免
税
機
械
ご
と
の
稼
動
時
間
、
生
産
量
等
及
び
給
油
量
、
給
油
量
の
合
計
並
び
に
在
庫
量

(

軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予)

第
八
十
二
条
の
二
十
四

条
例
第
七
十
一
条
の
十
八
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
徴
収
猶

予
の
申
請
書
は
、
第
百
二
号
の
二
十
一
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

第
二
十
三
条
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
徴
す
る
担
保
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
十
三
条
第
三
項
中｢

法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
あ

る
の
は｢

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
第
三
項｣

と
、
同

条
第
四
項
中｢

法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
あ
る
の
は｢

法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
六
条
の
五
第
一
項｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

(

軽
油
引
取
税
の
徴
収
不
能
額
の
還
付
等)

第
八
十
二
条
の
二
十
五

条
例
第
七
十
一
条
の
十
九
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
引
取
税
の
徴
収
不
能
額

等
に
相
当
す
る
額
の
還
付
又
は
納
入
義
務
の
免
除
の
申
請
書
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
十
六
号
の
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十
四
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
軽
油
の
返
還
が
あ
つ
た
旨
の
申
告
書
等)

第
八
十
二
条
の
二
十
六

条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
返
還
が

あ
つ
た
旨
の
申
告
書
又
は
軽
油
の
返
還
に
基
づ
く
軽
油
引
取
税
の
還
付
の
申
請
書
は
、
第
百
二
号
の

二
十
二
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
告
書
又
は
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
軽
油
の
引
取
り

が
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
数
量
を
決
定
し
た
と
き
、
又
は
軽
油
引
取
税
額
及
び
こ
れ
に
係
る
徴
収

金
の
還
付
を
決
定
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
告
者
又
は
申
請
者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

免
税
軽
油
以
外
の
軽
油
を
免
税
用
途
に
供
し
た
こ
と
に
伴
う
軽
油
引
取
税
の
納
入
の
免
除
申
請
書

等)

第
八
十
二
条
の
二
十
七

条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
一
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
以
外
の
軽
油
を
免
税
用

途
に
供
し
た
こ
と
に
伴
う
軽
油
引
取
税
に
係
る
納
入
の
免
除
又
は
還
付
の
申
請
書
は
、
第
百
二
号
の

二
十
三
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
、
軽
油
引
取
税
の
納
入
の
免
除
又
は
還
付
を

決
定
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

軽
油
の
免
税
用
途
使
用
の
承
認
申
請
書
等)

第
八
十
二
条
の
二
十
八

条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
免
税
軽
油
以
外
の
軽
油
を

免
税
用
途
に
供
し
た
こ
と
に
伴
う
承
認
の
申
請
書
は
、
第
百
二
号
の
二
十
四
様
式
に
よ
つ
て
県
税
事

務
所
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
申
請
書
を
受
理
し
た
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
を
承
認
し
た
と
き
は
、

当
該
申
請
書
の
副
本
に
そ
の
旨
を
記
載
し
て
当
該
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
の
請
求)

第
八
十
二
条
の
二
十
九

法
第
二
十
条
の
九
の
三
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
の
請
求
を

し
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
二
号
の
二
十
五
様
式
に
よ
る
請
求
書
を
県
税
事
務
所
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
の
用
紙
の
交
付
申
請
等)

第
八
十
二
条
の
三
十

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
二
第
六
項
に
規
定
す
る
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡

証
及
び
そ
の
写
し
の
用
紙
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
第
百
二
号
の
二
十
六
様
式
に
よ
り
県

税
事
務
所
長
に
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
用
紙
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
八
条
の
四
十
三
第
五
項
の
規
定
に

よ
り
自
動
車
用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
用
紙
を
返
納
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
百
二
号
の
二
十
七
様

式
に
よ
り
当
該
用
紙
を
県
税
事
務
所
長
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
、
不
申
告
加
算
金
額
又
は
重
加
算
金
額
の
納
期
限)

第
八
十
二
条
の
三
十
一

法
第
百
四
十
四
条
の
四
十
七
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
法
第
百
四
十
四

条
の
四
十
八
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
額
若
し
く
は
不
申
告
加
算
金
額

又
は
重
加
算
金
額
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
加
算
金
額
の
納
期
限
は
、
当
該
加
算
金
額
に
係

る
第
十
一
条
に
規
定
す
る
通
知
書
を
発
し
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
し
た
日
と
す
る
。

第
八
十
五
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

自
動
車
税
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
印
の
表
示
等)

第
八
十
五
条
の
二

自
動
車
税
に
係
る
証
紙
代
金
収
納
印
の
表
示
そ
の
他
収
納
計
器
の
取
扱
い
に
関
し

て
は
、
第
八
十
条
か
ら
第
八
十
二
条
の
七
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
八

十
条
第
一
項
及
び
第
八
十
一
条
第
一
項
中｢

条
例
第
六
十
八
条
第
三
項｣

と
あ
る
の
は｢

条
例
第
七

十
九
条
第
三
項｣

と
、
第
八
十
一
条
第
二
項
中｢

自
動
車
取
得
税｣

と
あ
る
の
は｢

自
動
車
税｣

と
、

｢

第
七
十
八
条｣

と
あ
る
の
は｢

第
八
十
四
条
第
一
項｣

と
、｢

自
動
車
税｣

と
あ
る
の
は｢

自
動
車

取
得
税｣

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
八
十
五
条
の
三
か
ら
第
八
十
五
条
の
十
ま
で
を
削
る
。

第
八
十
七
条
第
二
項
第
一
号
中｢

第
百
六
号
様
式｣

を｢

第
百
二
号
の
九
様
式｣

に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
の
二
第
一
項
中

｢(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号)｣

を
削
り
、
同
項
第
三
号
中

｢(

昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号)｣

を
削
り
、
同
条
第
二
項
中

｢

第
百
六
号
の
三
様
式｣

を

｢

第
百
二
号
の
十
様
式｣

に
改
め
る
。

第
八
十
七
条
の
三
第
一
項
第
一
号
中｢(

条
例
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
身
体

障
害
者
を
い
う
。
第
三
項
、
第
四
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
九
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
を
除
き
、

以
下
同
じ
。)｣

を
削
り
、｢

一
に
す
る
者｣

の
下
に｢

若
し
く
は
当
該
身
体
障
害
者
の
介
護
者｣

を
加

え
、
同
項
第
三
号
中｢(

条
例
第
八
十
五
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
精
神
障
害
者
を
い
う
。

第
三
項
、
第
四
項
並
び
に
第
九
十
六
条
の
九
第
三
項
、
第
四
項
及
び
第
六
項
を
除
き
、
以
下
同
じ
。)｣

を
削
り
、｢

一
に
す
る
者｣

の
下
に｢

若
し
く
は
当
該
精
神
障
害
者
の
介
護
者｣

を
加
え
、
同
項
第
五

号
を
削
り
、
同
条
第
六
項
及
び
第
七
項
を
削
り
、
同
条
第
八
項
第
一
号
中｢

第
百
六
号
の
四
様
式｣

を

｢

第
百
二
号
の
十
一
様
式｣

に
改
め
、
同
項
第
二
号
中｢

第
百
六
号
の
五
様
式｣

を｢

第
百
二
号
の
十

二
様
式｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
九
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
十
項
中

｢

第
八
項｣

を｢
第
六
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
す
る
。

第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
中｢

第
百
六
号
の
七
様
式｣

を｢

第
百
二
号
の
十
四
様
式｣

に
改
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第
二
十
三
号
様
式

納
付(

納
入)
通
知
書

第
十
四
条
、
第

二
十
三
条
第
四

項
、
第
二
十
五

条
第
四
項
、
第

五
十
六
条
の
二

第
二
項
、
第
五

十
六
条
の
三
第

二
項
、
第
六
十

四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の

二
第
二
項
、
第

六
十
四
条
の
三

第
二
項
、
第
八

十
条
の
二
第
三

項
、
第
九
十
七

条
の
三
及
び
第

九
十
九
条
第
二

項

第
二
十
三
号
様
式

納
付(

納
入)

通
知
書

第
十
四
条
、
第

二
十
三
条
第
四

項
、
第
二
十
五

条
第
四
項
、
第

五
十
六
条
の
三

第
二
項
、
第
五

十
六
条
の
四
第

二
項
、
第
六
十

四
条
第
四
項
、

第
六
十
四
条
の

二
第
二
項
、
第

六
十
四
条
の
三

第
二
項
、
第
八

十
二
条
の
十
九

及
び
第
八
十
二

条
の
二
十
四
第

二
項

第
三
十
一
号

第
三
十
二
号

め
る
。

第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
節
及
び
第
二
節

削
除

第
九
十
六
条
か
ら
第
百
四
条
ま
で

削
除

｢

様
式
目
次
中

を

｣

｢

｢

に
、

｣
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様
式

担
保(

保
全
担
保)

(

増
担
保)

提

供(

変
更)

命
令
書

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
二
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二

第
三
十
一
号
様
式 第

三
十
三
号

担
保(

供(

変

様
式

担
保(

保
全
担
保)

提
供
書

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
九
十

七
条
の
三
並
び

に
第
九
十
九
条

第
二
項

第
二
十
三
条
第

二
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
二
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
七
十

七
条
の
四
第
二

項
、
第
九
十
七

条
の
三
並
び
に

第
九
十
九
条
第

二
項

第
二
十
三
条
第

第
三
十
二
号
様
式

担
保(

｢

を
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保
全
担
保)

(

増
担
保)

提

更)

命
令
書

様
式

納
税
保
証
書

第
二
十
三
条
第

一
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
一
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
四
第
二

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

二
項
、
第
二
十

五
条
第
二
項
、

第
二
十
六
条
第

二
項
、
第
五
十

六
条
の
二
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
七
十

七
条
の
四
第
二

項
、
第
九
十
七

条
の
三
並
び
に

第
九
十
九
条
第

二
項

第
三
十
三
号
様
式

納
税
保

保
全
担
保)

提
供
書

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
八
十

二
条
の
十
九
並

び
に
第
八
十
二

条
の
二
十
四
第

二
項

第
二
十
三
条
第

二
項
及
び
第
三

項
、
第
二
十
五

条
第
二
項
及
び

第
三
項
、
第
二

十
六
条
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
三
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
四
第
二

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
七
十

七
条
の
四
第
二

項
、
第
八
十
二

条
の
十
九
並
び

に
第
八
十
二
条

の
二
十
四
第
二

項第
二
十
三
条
第

第
三
十
六
号
様
式

送
金
案
内
書(

自
動
車

車
取
得
税
の
過
誤
納
金

｣

｢

に
、
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税
又
は
自
動

の
還
付)

証
書

二
十
八
条

第
七
十
七
号
様
式

第
七
十
七
号
の
二

様
式

第
二
十
八
条法

人
の
県
民
税
及
び
事
業
税
の
中
間

納
付
額
還
付
請
求
書

仮
装
経
理
法
人
税
割
額
及
び
事
業
税

第
七
十
七
号
様
式

二
項
、
第
二
十

五
条
第
二
項
、

第
二
十
六
条
第

二
項
、
第
五
十

六
条
の
三
第
二

項
、
第
五
十
六

条
の
四
第
二

項
、
第
六
十
四

条
第
四
項
、
第

六
十
四
条
の
二

第
二
項
、
第
六

十
四
条
の
三
第

二
項
、
第
七
十

七
条
の
四
第
二

項
、
第
八
十
二

条
の
十
九
並
び

に
第
八
十
二
条

の
二
十
四
第
二

項

第
三
十
六
号
様
式

法
人
の
県
民
税
及
び
事
業
税
の
中
間

納
付
額
還
付
請
求
書

送
金
案
内
書(

自
動
車
取
得
税
又
は

自
動
車
税
の
過
誤
納
金
の
還
付)

第
五
十
六
条
第

一
項
並
び
に
第

六
十
三
条
第
一

項
及
び
第
三
項

第
五
十
六
条
の

二
及
び
第
六
十

第
五
十
六
条
第

一
項
並
び
に
第

六
十
三
条
第
一

項
及
び
第
三
項

第
九
十
五

か
ら
第
百

式
ま
で

第

額
の
還
付
請
求
書

三
条
の
二第

九
十
五
号
様
式

第
九
十
六
号
様
式

第
九
十
七
号
様
式

第
九
十
八
号
様
式

第
九
十
九
号
様
式

第
百
号
様
式

第
百
一
号
様
式

第
百
二
号
様
式

第
百
二
号
の
二
様

自
動
車

書証
紙
代

始
動
票

始
動
票

収
納
計

始
動
票

始
動
票

始
動
票

誤
表
示

｣

｢を

｣

｢

に
、

｣

｣

｢

｢

を

に
、

｣

｢
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号
様
式

二
号
様

削
除

式第
百
二
号
の
三
様

式第
百
二
号
の
四
様

式第
百
二
号
の
五
様

式第
百
二
号
の
六
様

式第
百
二
号
の
七
様

式第
百
二
号
の
八
様

式第
百
二
号
の
九
様

式第
百
二
号
の
十
様

式

誤
表
示

始
動
票

収
納
計

収
納
計

譲
渡
担

税
の
徴

義
務
免

自
動
車

税
還
付

災
害
に

車
税
減

公
的
医

車
取
得

第
百
二
号
の
十
一

様
式

第
百
二
号
の
十
二

様
式

第
百
二
号
の
十
三

様
式

第
百
二
号
の
十
四

様
式

第
百
二
号
の
十
五

様
式

第
百
二
号
の
十
六

様
式

第
百
二
号
の
十
七

様
式

第
百
二
号
の
十
八

様
式

第
百
二
号
の
十
九

様
式

第
百
二
号
の
二
十

様
式

第
百
二
号
の
二
十

一
様
式

第
百
二
号
の
二
十

身
体
障

税
・
自

構
造
上

ら
供
す

動
車
取

書構
造
上

動
車
に

請
書

公
益
等

動
車
税

軽
油
引

軽
油
引

(

変
更

軽
油
引

削
除
申

軽
油
引

証
票
再

軽
油
引

者
証
・

軽
油
引

者
証
・

軽
油
引

軽
油
の

(

軽
油

を

｣
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取
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求

金
収
納
印

札札
買
受
請
求(

受
領)

書

器
取
扱
手
数
料
請
求
書

札
返
還(

交
換)

申
請
書

第
七
十
九
条

第
八
十
一
条
第

一
項
及
び
第
八

十
五
条
の
二

第
八
十
二
条
及

び
第
八
十
五
条

の
二

第
八
十
二
条
の

二
第
一
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

二
第
三
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

三
第
二
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二
様
式

第
百
二
号
の
二
十

三
様
式

第
百
二
号
の
二
十

四
様
式

第
百
二
号
の
二
十

五
様
式

第
百
二
号
の
二
十

六
様
式

第
百
二
号
の
二
十

七
様
式

税
還
付

軽
油
を

伴
う
軽

付)

申

軽
油
を

伴
う
軽

軽
油
引

自
動
車

紙
交
付

自
動
車

紙
返
納

札
返
納
書

札
受
払
簿

印確
認
書

札
買
受
代
金
還
付
請
求
書

器
使
用
記
録
簿

器
使
用
状
況
報
告
書

保
財
産
に
係
る
自
動
車
取
得

二第
八
十
二
条
の

三
第
三
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

三
第
四
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

五
第
一
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

五
第
一
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

五
第
三
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

六
第
一
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

六
第
三
項
及
び

第
八
十
五
条
の

二第
八
十
二
条
の

八
第
一
項
、
第

第
百
四
号
様
式
及

び
第
百
四
号
の
二

様
式

第
百
四
号
の
三
様

式第
百
四
号
の
四
様

式第
百
四
号
の
五
様

式第
百
四
号
の
五
の

二
様
式

第
百
四
号
の
六
様

式第
百
四
号
の
七
様

削
除

証
紙
代
金
収
納
印

始
動
票
札

始
動
票
札
買
受
請
求(

収
納
計
器
取
扱
手
数
料

始
動
票
札
返
還(

交
換

始
動
票
札
返
納
書

｢
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収
猶
予
該
当
申
告
書(

納
税

除(
還
付)

申
請
書)

の
返
還
に
よ
る
自
動
車
取
得

(

納
付
義
務
免
除)

申
請
書

よ
る
自
動
車
取
得
税
・
自
動

免
申
請
書

療
機
関
の
所
有
に
よ
る
自
動

税
・
自
動
車
税
減
免
申
請
書

害
者
等
に
係
る
自
動
車
取
得

動
車
税
減
免
申
請
書

身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専

る
た
め
の
自
動
車
に
係
る
自

得
税
・
自
動
車
税
減
免
申
請

身
体
障
害
者
等
の
た
め
の
自

係
る
自
動
車
取
得
税
減
免
申

に
よ
る
自
動
車
取
得
税
・
自

減
免
申
請
書

取
税
課
税
免
除
承
認
申
請
書

取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録

)

申
請
書

三
項
及
び
第
四

項第
八
十
二
条
の

九
第
一
項

第
八
十
二
条
の

十
一
第
三
項
及

び
第
八
十
七
条

第
二
項

第
八
十
二
条
の

十
二
第
二
項
及

び
第
八
十
七
条

の
二
第
二
項

第
八
十
二
条
の

十
四
第
九
項
及

び
第
八
十
七
条

の
三
第
六
項

第
八
十
二
条
の

十
四
第
九
項
及

び
第
八
十
七
条

の
三
第
六
項

第
八
十
二
条
の

十
四
第
九
項

第
八
十
二
条
の

十
五
第
二
項
及

び
第
八
十
七
条

の
四
第
二
項

第
八
十
二
条
の

十
八

第
八
十
二
条
の

二
十
第
一
項

式第
百
四
号
の
八
様

式第
百
四
号
の
九
様

式第
百
四
号
の
十
様

式第
百
四
号
の
十
一

様
式

第
百
四
号
の
十
二

様
式

第
百
四
号
の
十
三

様
式

始
動
票
札
受
払
簿

誤
表
示
印

誤
表
示
確
認
書

始
動
票
札
買
受
代
金
還

収
納
計
器
使
用
記
録
簿

収
納
計
器
使
用
状
況
報

取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録

請
書

取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登
録

交
付
申
請
書

取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用

免
税
証
返
納
命
令
書

取
税
に
係
る
免
税
軽
油
使
用

免
税
証
返
納
申
告
書

取
税
徴
収
猶
予
申
請
書

返
還
が
あ
つ
た
旨
の
申
告
書

の
返
還
に
基
づ
く
軽
油
引
取

申
請
書)

免
税
用
途
に
供
し
た
こ
と
に

油
引
取
税
納
入
免
除

(

還

請
書

免
税
用
途
に
供
し
た
こ
と
に

油
引
取
税
免
税
承
認
申
請
書

取
税
に
係
る
更
正
の
請
求
書

用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
等
用

申
請
書

用
炭
化
水
素
油
譲
渡
証
等
用

書

第
八
十
五
条
の

三
第
一
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三

第
八
十
二
条
の

二
十
第
二
項

第
八
十
二
条
の

二
十
第
三
項

第
八
十
二
条
の

二
十
一

第
八
十
二
条
の

二
十
二
第
一
項

第
八
十
二
条
の

二
十
四
第
一
項

第
八
十
二
条
の

二
十
六
第
一
項

第
八
十
二
条
の

二
十
七
第
一
項

第
八
十
二
条
の

二
十
八
第
一
項

第
八
十
二
条
の

二
十
九

第
八
十
二
条
の

三
十
第
一
項

第
八
十
二
条
の

三
十
第
二
項

に
、

｣
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受
領)

書

請
求
書

)

申
請
書

第
八
十
五
条
の

四
及
び
第
九
十

六
条
の
三

第
八
十
五
条
の

五
第
一
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

五
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

六
第
二
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

六
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

六
第
四
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

八
第
一
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

八
第
一
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三

第
百
四
号
様
式

削
除

付
請
求
書

告
書

第
百
六
号
様
式

第
八
十
五
条
の

八
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

九
第
一
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三第
八
十
五
条
の

九
第
三
項
及
び

第
九
十
六
条
の

三

削
除

第
百
六
号
様
式

災
害
に
よ
る
自
動
車
税
・
自
動
車
取

得
税
減
免
申
請
書

第
八
十
七
条
第

二
項
及
び
第
九

十
六
条
の
七
第

三
項

第
百
六
号

式第
百
六
号

式第
百
六
号

式第
百
六
号

式

を｢

｣

｢

｣

に
、

｣

｢

を｢
｣

に
、
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の
三
様

の
四
様

の
五
様

の
六
様

の
七
様

公
的
医
療
機
関
の
所
有
に
よ
る
自
動

車
税
・
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書

身
体
障
害
者
等
に
係
る
自
動
車
税
・

自
動
車
取
得
税
減
免
申
請
書

構
造
上
身
体
障
害
者
等
の
利
用
に
専

ら
供
す
る
た
め
の
自
動
車
に
係
る
自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
減
免
申
請

書削
除

公
益
等
に
よ
る
自
動
車
税
・
自
動
車

取
得
税
減
免
申
請
書

第
八
十
七
条
の

二
第
二
項
及
び

第
九
十
六
条
の

八
第
二
項

第
八
十
七
条
の

三
第
八
項
及
び

第
九
十
六
条
の

九
第
七
項

第
八
十
七
条
の

三
第
八
項
及
び

第
九
十
六
条
の

九
第
七
項

第
八
十
七
条
の

四
第
二
項
及
び

第
九
十
六
条
の

十
第
二
項第

百
二
十
三
号
様

式
か
ら
第
百
二
十

五
号
様
式
ま
で

第
百
二
十
六
号
様

式第
百
二
十
七
号
様

式第
百
二
十
八
号
様 第

百
六
号
の
三
様

式
か
ら
第
百
六
号

の
七
様
式
ま
で

削
除

自
動
車
取
得
税
に
係
る

書譲
渡
担
保
財
産
に
係
る

税
の
徴
収
猶
予
該
当
申

義
務
免
除(

還
付)

申

自
動
車
の
返
還
に
よ
る

削
除

第
百
六
号

式

式第
百
二
十
九
号
様

式第
百
三
十
号
様
式

第
百
三
十
一
号
様

式第
百
三
十
一
号
の

二
様
式

第
百
三
十
二
号
様

式
及
び
第
百
三
十

三
号
様
式

第
百
三
十
四
号
様

式第
百
三
十
五
号
様

式第
百
三
十
六
号
様

式第
百
三
十
七
号
様

式第
百
三
十
八
号
様

式第
百
三
十
九
号
様

式第
百
四
十
号
様
式

第
百
四
十
一
号
様

式

税
還
付(

納
付
義
務
免

構
造
上
身
体
障
害
者
等

動
車
に
係
る
自
動
車
取

請
書

軽
油
引
取
税
課
税
免
除

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収

(

変
更)

申
請
書

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収

削
除
申
請
書

削
除

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収

証
票
再
交
付
申
請
書

軽
油
引
取
税
に
係
る
免

者
証
・
免
税
証
返
納
命

軽
油
引
取
税
に
係
る
免

者
証
・
免
税
証
返
納
申

軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予

軽
油
の
返
還
が
あ
つ
た

(

軽
油
の
返
還
に
基
づ

税
還
付
申
請
書)

軽
油
を
免
税
用
途
に
供

伴
う
軽
油
引
取
税
納

付)

申
請
書

軽
油
を
免
税
用
途
に
供

伴
う
軽
油
引
取
税
免
税

軽
油
引
取
税
に
係
る
更

｢を

｣

｢

に
、

｣
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更
正
の
請
求

自
動
車
取
得

告
書(

納
税

請
書)

自
動
車
取
得

除)

申
請
書

の
た
め
の
自

得
税
減
免
申

承
認
申
請
書

義
務
者
登
録

義
務
者
登
録

義
務
者
登
録

税
軽
油
使
用

令
書

第
九
十
六
条
の

二第
九
十
六
条
の

四
第
一
項
、
第

三
項
及
び
第
四

項第
九
十
六
条
の

五
第
一
項

第
九
十
六
条
の

九
第
七
項

第
九
十
七
条
の

二
の
二

第
九
十
七
条
の

四
第
一
項

第
九
十
七
条
の

四
第
二
項

第
九
十
七
条
の

四
第
三
項

第
九
十
七
条
の

五

第
百
二
十
三
号
様

式
か
ら
第
百
四
十

三
号
様
式
ま
で

削
除

第
百
四
十
二
号
様

式第
百
四
十
三
号
様

式

自
動
車
用
炭
化
水
素
油

紙
交
付
申
請
書

自
動
車
用
炭
化
水
素
油

紙
返
納
書

税
軽
油
使
用

告
書

申
請
書

旨
の
申
告
書

く
軽
油
引
取

し
た
こ
と
に

入
免
除(

還

し
た
こ
と
に

承
認
申
請
書

正
の
請
求
書

譲
渡
証
等
用

譲
渡
証
等
用

第
九
十
八
条

第
九
十
九
条
第

一
項

第
百
条
第
一
項

第
百
一
条
第
一

項第
百
二
条
第
一

項第
百
二
条
の
二

第
百
三
条
第
一

項第
百
三
条
第
二

項

｢を

に
改
め
る
。

｣

第
二
十
三
号
様
式
及
び
第
三
十
一
号
様
式
か
ら
第
三
十
三
号
様
式
ま
で
の
様
式
中｢第

56条
の
２
､

第
56条
の
３
｣
を
｢第
56条
の
３
､
第
56条
の
４
｣

に
、｢第

97条
の
３
､
第
99条
｣
を
｢第
82条
の
1

9､
第
82条
の
24｣

に
改
め
る
。

第
七
十
七
号
様
式
備
考
中｢※

印
の
欄
は
記
載
し
な
い
こ
と
｡
｣

を｢１
※
印
の
欄
は
記
載
し
な

２
第
15号
様
式
備
考
は
､

い
こ
と
｡

こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡
｣

に
改
め
、
同
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第77号の２様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第56条の２､ 第63条の２関係)

処 理 事 項 課 税 番 号
※ ※

所 在 地

年 月 日
名 称

代表者住所・居所

県税事務所長 様
代 表 者 氏 名 �
この請求書について応
答する係氏名 電話番号

仮装経理法人税割額及び事業税額の還付請求書

次の事実が生じましたので､ 地方税法第53条第42項及び第72条24の10第４項の規定により､ 法人県民税・
事業税の仮装経理に基づく過大申告に係る更正額について還付の請求をします｡

生
じ
た
事
実

□ 会社更生法又は金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の規定による更生手続開始の決定があっ
た｡
□ 民事再生法の規定による再生手続開始の決定があった｡
□ 地方税法施行令第９条の８の６及び第24条の２の５に規定する事実が生じた｡
□ 第１号該当 □ 第２号該当

上 記 の 事 実 が 生 じ た 日 年 月 日

還 付 請 求 額 円

還

付

請

求

額

事 業 年 度 年 月 日から 年 月 日まで

税 目 県 民 税 事 業 税 計

仮装経理に基づく過
大申告に係る更正額

①
円 円 円

①のうち既に還付若
しくは充当又は控除
をされた額

②

還付されるべき金額
①―②

③

③のうち未納金額 ④

還付請求額 ③―④

還 付 を 受 け る 場
合 の 振 込 先 等

金 融 機 関 名

金 融 機 関 所 在 地

口 座 番 号
当 座 普 通

摘 要

備考 １ この申請書は正副２通を提出することとし､ 正本には還付請求に係る事実を証明する書類を添付
すること｡
２ ｢生じた事実｣ 欄は､ 該当する□に�を付すこと｡
３ ※印の欄は記載しないこと｡
４ 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第95号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第79条関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この請求書について応答
する係氏名

電話番号

自動車取得税に係る更正の請求書

対
象
と
な
る
自
動
車

登録番号 登録年月日
年 月 日

車名 年式 車台番号

主たる定置場

区 分 課 税 標 準 額 税 率 税 額

更 正 前 円 円

更 正 後

地方税法第20条の９の３の
規定による更正の請求をす
る理由

申告し､ 又は更正 (決定)
する通知を受けた年月日

年 月 日

備考 １ この請求書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には更正の請求をする理由を証明する書類
を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

第
九
十
五
号
様
式
か
ら
第
百
二
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �21 � � � ��� ���



第
96号
様
式
用
紙
縦
33ミ
リ
メ
ー
ト
ル

横
70ミ
リ
メ
ー
ト
ル

(第
81条
､
第
85条
の
2関
係
)

備
考
１

｢99.10.―
１
｣
は
､
年
､
月
及
び
日
を
示
す
｡

２
｢,000,000円

｣
は
､
金
額
を
示
す
｡

３
｢岐
121｣

は
､
収
納
計
器
番
号
を
示
す
｡

４
第
15号
様
式
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

第
97号
様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
６
)
(第
82条
､
85条
の
２
関
係
)

計
器
番
号
岐

交
付
年
月
日

岐
阜
県
始
動
票
札

交
付
番
号

自

使
用
累
計
額
至

500万
円

始
動
コ
ー
ド

自
動
車

取
扱

税
事
務

所
長
印

者
印

備
考

｢500万
円
｣
は
､
始
動
票
札
の
額
面
金
額
を
示
し
､
当
該
金
額
は
100万

円
､
200万

円
及

び
500万

円
の
３
種
類
と
す
る
｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )22� � �
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第98号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の２､ 85条の２関係)

整理番号

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

始動票札買受請求 (受領) 書

次のとおり始動票札を買い受けたいから請求します｡

計器番号 枚 数 始動票札番号 計器番号 枚 数 始動票札番号

枚 ～ 枚 ～

枚 ～ 枚 ～

枚 ～ 枚 ～

枚 ～ 枚 ～

買

受

代

金

始

動

票

札

額 面 金 額 枚 数 金 額

円 枚 円

円 枚 円

円 枚 円

計 枚 円①

前月中の誤表示金額 ② 円

差 引 金 額 (①―②) 円

上記のとおり受領しました｡

年 月 日

収納計器取扱者

住所 (所在地)

氏名 (名 称) �

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �23



第99号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の２､ 85条の２関係)

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

収納計器取扱手数料請求書

年 月分から 年 月分までの収納計器取扱手数料を次のとおり請求します｡

金

額

有
効
表
示

収 納 計 器 番 号 計

前 回 ま で の 累 計 円

今 回 分 円

今 回 ま で の 累 計 ア 円

収

納

計

器

取

扱

手

数

料

区 分
有効表示
金額累計

Ａ

取 扱 手 数 料

手数料率
Ｂ

Ａ×Ｂ
Ｃ

Ｃ×３％
Ｄ

計
Ｃ＋Ｄ

有効表示金額累計が
20億円以下

円 1.5
100

円 円 円

有効表示金額累計が
20億円超30億円以下

1.0
100

有効表示金額累計が
30億円超50億円以下

0.5
100

有効表示金額累計が
50億円超70億円以下

0.2
100

有効表示金額累計が
70億円超100億円以下

0.1
100

有効表示金額累計が
100億円超150億円以下

0.05
100

有効表示金額累計が
150億円を超える額

0.025
100

計 ア 円 円 円 イ 円

区 分 取 扱 手 数 料

今回までの累計 ① 円 イ

前回までの累計 ② 円

請 求 額 ①―② 円

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )24



第100号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の３､ 85条の２関係)

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

始動票札返還 (交 換) 申請書

次の始動票札を返還 (交換) したいので､ 申請します｡

１ 返還 (交換) しようとする始動票札

計器番号 枚 数 始動票札番号 合計金額 既表示金額 差引返還額

枚 円 円 円

計

２ 返還 (交換) の理由

第101号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の３､ 85条の２関係)

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

始 動 票 札 返 納 書

次のとおり使用済みの始動票札を返納します｡

計器番号
前回まで返納 今 回 返 納 返 納 累 計

枚 数 始動票札番号 枚 数 始動票札番号 枚 数 始動票札番号

枚 ～ 枚 ～ 枚 ～

～ ～ ～

計

摘 要

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �25



始
動
票
札
番
号

買
受
年
月
日

使
用
済
年
月
日

県
へ
返
納
年
月
日
備

考

第
102号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
82条
の
３
､
85条
の
２
関
係
)

始
動
票
札
受
払
簿

計
器
番
号

第
百
二
号
様
式
の
次
に
次
の
二
十
六
様
式
を
加
え
る
。

第
102号

の
２
様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
82条
の
５
､
85条
の
２
関
係
)

誤
表
示
印

←
25ミ
リ
メ
ー
ト
ル
→

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )26



日
付

誤
表
示
に
係
る
自
動
車

登
録
番
号

(軽
自
動
車
車
両
番
号
)

円

誤
表
示
金
額

備
考

確
認
印

第102号の４様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の５､ 85条の２関係)

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

始動票札買受代金還付請求書

次のとおり始動票札買受代金の還付を請求します｡

誤 表 示 金 額 円

返 還 金 額 円

計 円

備 考

第
102号

の
３
様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
82条
の
５
､
85条
の
２
関
係
)

誤
表
示
確
認
書

(
年

月
分
)

計
器
番
号

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �27



第102号の５様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の６､ 85条の２関係)

収 納 計 器 使 用 記 録 簿

計器番号

年 月 日
始動票札
番 号

計器表示累計

当 日 表 示 分

計器表示分
①

誤表示分
②

有効表示分
①―②

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

件 円 件 円 件 円 件 円

第102号の６様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の６､ 85条の２関係)

年 月 日

自動車税事務所長様

取
扱
者

収
納
計
器

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称) �

収納計器使用状況報告書

年 月 日から 年 月 日までの証紙代金収納計器の使用状況を報告します｡

計器番号

計 器 表 示 金 額

③のうち
誤表示金額

④

月 日から
月 日まで

の有効表示金額
③―④

月 日
までの累計

①

月 日
までの累計

②

差 引
②―①

③

円 円 円 円 円

計 円 円 円 円 円

摘 要
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第102号の７様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の８関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申告書 (申請書) に
ついて応答する係氏名

電話番号

譲渡担保財産に係る自動車取得税の徴収猶予該当
申告書 (納税義務免除 (還付) 申請書)

第
一
項
に
規
定
す
る

岐
阜
県
税
条
例
第
六
十
九
条

自
動
車

登録番号 登録年月日
年 月 日

車名 年式 車台番号

主たる定置場

譲

渡

担

保

設
定
者

住 所 (所在地)

氏 名 (名 称) 設定年月日
年 月 日

担
保
権
者

住所 (所在地)

氏名 (名 称) 移転 (予定) 年月日
年 月 日

徴収猶予
納税義務
免 除
還 付

を受けようとする金額

円

納付年月日

年 月 日

還付を受ける場合
の振込先等

金融機関名

口 座 番 号
当 座 普 通

摘
要

備考 １ この申告書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には納税義務免除を必要とする理由を証明す
る書類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �29 � � � ��� ���
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第102号の８様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の９関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

自動車の返還による自動車取得税還付 (納付義務
免除) 申請書

岐
阜
県
税
条
例
第
七
十
条
第
一
項
に
該
当
す
る
。

自
動
車

登録番号 当初の登録年月日
年 月 日

車名 年式 車台番号

主たる定置場

け
た
者

返
還
を
受

住 所 (所在地)

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

返還年月日

年 月 日

納付した

自動車取

得税

納 付 年 月 日 年 月 日

課 税 年 度

税 額 円

延 滞 金 円

還付 (納付義務の免除) を受けたい
金額

円

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には､ 還付 (納付義務の免除) を必要とする理
由を証明する書類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡
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第102号の９様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の11､ 第87条関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様
(県税事務所長)

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

災害による
自動車取得税
自 動 車 税

減免申請書

区 分 代替取得した自動車 損害を受けた自動車

登 録 番 号

自 動 車 の 種 類 ・ 車 名

自 動 車 の 年 式

登 録 ( 取 得 ) 年 月 日 年 月 日 年 月 日

抹 消 登 録 年 月 日 年 月 日

自 動 車 の 価 額 ①
円

②
円

損 害 を 受 け た 額

保 険 金 ・ 損 害 賠 償 金 等

被 災 年 月 日 年 月 日

減

免

申

請

内

訳

自 動 車 取 得 税

課 税 年 度

税 額 ① ×
100

円

減免申請額 ②×
100

円

自 動 車 税

課 税 年 度

税 額 円

減 免 申 請 額 円

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付すること｡
２ 岐阜県税条例施行規則第82条の11第３項の申請の場合には､ ｢被災年月日｣ 欄の余白に当該自動車
の ｢車台番号｣ 及び ｢主たる定置場｣ を記載すること｡
３ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �31 � � � ��� ���



第102号の10様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の12､ 第87条の２関係)

処理事項

※ ※

所 在 地

年 月 日

自動車税事務所長様
(県税事務所長)

名称及び代表者氏名 �
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

公的医療機関の所有による
自動車取得税
自 動 車 税

減免申請書

自

動

車

登録番号
登録年月日

年 月 日

車名 年式 車台番号

主 た る 定 置 場
病 院
診療所

用 途

減
免
申
請
内
訳

課 税 年 度

自 動 車 取 得 税 円

自 動 車 税 円

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には､ 減免を受けようとする理由を証明する書
類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡
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第102号の11様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の14､ 第87条の３関係)

処理事項
※ ※

住 所 〒 －

年 月 日

自動車税事務所長 様
(県税事務所長)

フ リ ガ ナ

氏 名 �
電 話 番 号 ( )

身体障害者等に係る 年度自動車取得税 減免申請書自 動 車 税

申
請
理
由

□本人運転 □生計同一者運転 □生計同一者運転 □常時介護者運転
(18歳以上) (18歳未満)

申 請 者
と の 関 係 □本人 □親 □子 □その他 ( )

障

害

名

障害の等級 級
程度 (総合判定)

住 所 □申請者と同じ (省略)

フ リ ガ ナ
氏 名 ( 年 月 日生)
□身体障害者手帳
□戦傷病者手帳
□療育手帳
□精神障害者保健福祉手帳
及び自立支援医療受給者証

手帳番号

交 付
年 月 日 年 月 日

障 害 者
と の 関 係 □本人 □親 □子 □その他 ( ) 本人運転以外の場合の使用目的

□通学 □通院 □通所 □生業

施 設 名

使用頻度 ／週・月

住 所 □申請者と同じ (省略)

氏 名 □申請者と同じ (省略)
( 年 月 日生)

免 許 証 番 号 有効期限 ・ ・
免許証の種類 □普通 □中型 □大型 □普二 □中二 □大二
免 許 の 条 件 □眼鏡等 □ＡＴ車に限る □その他 ( )

規則第82条の14第４
項又は第87条の３第
４項の該当の有無
減免事由

対 象
自動車

登録 (取得) 年月日 登 録 番 号

処理
事由

※ 年号 年 月 日 運支 車 種 記号 番 号

課 税 額 ① 減 免 額 ② 減免後の額 ①―②

自動車取得税 円 円 円

自 動 車 税 円 円 円
申 請
代 理 人

屋号又は氏名 電話番号〈 〉 ―

備考 １ この申請書は正副２通を提出することとし､ 申請書を提出する際に身体障害者手帳､ 戦傷病者手帳､
療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳等及び運転免許証を提示すること｡

２ 運転する者が身体障害者等と生計を一にする者である場合には､ 当該事実を証明する住民票の謄本
を正本に添付すること｡
３ 運転する者が身体障害者等を介護する者である場合には､ 次に掲げる区分に応じ､ それぞれの区分
に定める機関の長が発行する証明書を正本に添付すること｡� 身体障害者手帳又は療育手帳を有する者 市町村長� 戦傷病者手帳を有する者 健康福祉部地域福祉国保課長� 精神障害者保健福祉手帳を有する者 保健所の長
４ ※印の欄は､ 記載しないこと｡
５ 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �33 � � �



第102号の12様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の14､ 第87条の３関係)

処理事項

※ ※

住 所
〒 －

フ リ ガ ナ

年 月 日

自動車税事務所長 様
(県税事務所長)

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
電 話 番 号 ( )

構造上身体障害者又は精神障害者の利用に専ら供するための自動車に係る
自動車取得税

減免申請書
自 動 車 税

車体の形状 □車いす移動車 □身体障害者輸送車 □入浴車

使 用 目 的

構造の明細

特定の個人が
利用する場合

住 所
〒 －

フ リ ガ ナ
氏 名

生年月日

申請者との続柄

添 付 書 類 等

規則第82条の14第
４項又は第87条の
３第４項の該当の
有無

不特定者が
利用する場合

添 付 書 類 等

※ 減 免 事 由

対 象
自動車

登録 (取得) 年月日 登 録 番 号

処 理
事 由

年 月 日 運支 車種 記号 番 号

課 税 年 度 項 目 課 税 額 減免申請額

年度

自 動 車 取 得 税 円 円

自 動 車 税 円 円

申 請 代 理 人
屋号又は氏名 電話番号

備考 １ この申請書は､ 正副２通提出することとし､ 正本には､ 減免を受けようとする理由を証明する書類
を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡
３ 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )34� � � ��� ���



第102号の13様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の14関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

身体障害者等のための構造変更をした
自動車に係る自動車取得税減免申請書

自

動

車

の

状

況

登録番号 登録年月日 年 月 日

車名 年式
用途 区分 自家用

営業用

乗車定員 定置場

使
用
目
的

細変
更
の
明

又
は
構
造

特
別
仕
様

の
理
由

減
免
申
請

減
免
申
請
内
訳

課 税 年 度

課 税 標 準 額 円

減 免 に 相 当 す る
課 税 標 準 額

円

減 免 申 請 額 円

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には､ 減免を受けようとする理由を証明する書
類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �35 � � � ��� ���



第102号の14様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の15､ 87条の４関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

自動車税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

公益等による
年度自動車取得税

自 動 車 税
減免申請書

自

動

車

登 録 番 号

種 類

車 名

乗車定員又は最
大積載量

人
トン

主たる定置場

取 得 年 月 日 年 月 日

申
請
額

減

免

自動車取得税 円

自 動 車 税 円

す
る
理
由

け
よ
う
と

減
免
を
受

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には､ 減免を受けようとする理由を証明する書
類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )36� � � ��� ���



第102号の15様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の18関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

軽油引取税課税免除承認申請書 ( 年 月分)
課
税
済
軽
油
の
数
量

引 取 年 月 日 引取数量 (リットル) 出荷場所・出荷油槽所
年 月 日
年 月 日
年 月 日

流

通

経

路

商 流 物 流

１ 元・製・輸
住所 (所在地)

ア １ ア氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

２ 元・特・販
住所 (所在地)

イ ２氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

３ 元・特・販
住所 (所在地)

ウ ３氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

４ 元・特・販
住所 (所在地)

エ ４氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

５ 元・特・販
住所 (所在地)

オ ５氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

６ 元・特・販
住所 (所在地)

カ ６氏名 (名 称)
電 話 番 号 � �

現実の納入先
住所 (所在地)
氏名 (名 称)
電 話 番 号

課
税
の
状
況

当該軽油に係る軽油引取税
の特別徴収義務者等

住 所 ( 所 在 地 )
氏 名 ( 名 称 )

上記特別徴収義務者等が軽
油引取税を申告した (申告
する) 県税事務所等

都 道 府 県
県 税 事 務 所 等
申告 (予定) 年月 年 月 申告 (予定)

最
終
物
流
に
係
る
状
況

納入年月日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
現 実 の 納 入 地
納 入 数 量
出 荷 油 槽 所
出 荷 番 号 等
配 送 手 配 者
配 送 し た 者
(連 絡 先)
ロ ー リ ー 車 番
運 転 手 氏 名

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �37 � � � ��� ���



備考 １ この申請書は､ 軽油引取税納入申告書中 ｢法第144条の５第２号の規定によつて課税免除される軽

油の数量ニ�｣ 欄に該当する軽油について作成し､ 当該申告書に添付して県税事務所長に提出すること｡
２ 同月中に複数の流通経路による軽油の引取り等があつた場合は､ それぞれの経路ごとに申請書を作

成すること｡

３ ｢出荷場所・出荷油槽所｣ 欄には､ 軽油の積出しが行われた製油所､ 油槽所等の名称等を記載する

こと｡

４ ｢商流｣ 欄には､ 現実の納入地に至るまでの商取引上の流通の順に､ それぞれ必要な事項を記載す

ること｡ なお､ 同欄中 ｢元｣ とは元売業者を､ ｢製｣ とは元売業者及び特約業者以外の石油製造者を､

｢輸｣ とは元売業者及び特約業者以外の石油輸入者を､ ｢特｣ とは特約業者を､ ｢販｣ とは石油製品販

売業者を､ それぞれ示しており､ 該当するものを○で囲むこと｡

５ ｢物流｣ 欄には､ ｢商流｣ 欄に記載した元売業者等のうち現実の軽油の納入を受けたものについて､

現実の納入地に至るまでの流通の順に､ 同欄に掲げる記号を記載すること｡

６ 流通経路のすべてをこの様式に記載することができない場合は､ 別紙として添付すること｡

７ ｢最終物流に係る状況｣ については､ ｢現実の納入地｣ への納入に係る物流について､ その納入年

月日ごとに現実の納入地､ 納入数量､ 出荷油槽所､ 出荷番号等､ 配送手配者氏名､ 実際に配送した者

の名前及び連絡先､ 配送したタンクローリーの車番並びに運転手氏名を記載すること｡ また､ 当該最

終物流に係る納品書等又はその写しを添付すること｡

８ 特別徴収義務者等 (｢課税の状況｣ 欄に記載された者をいう｡) が発行した課税済軽油であることを

証する書類の原本を添付すること｡ なお､ 原本が添付できない場合は､ その写し及び軽油引取税が課

税された後の流通経路を示す一連の納品書又は請求書 (個別の納品状況が確認できるものに限る｡)

の写しを添付すること｡

９ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

10 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )38



第102号の16様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の20関係)

処理事項 課税番号

※ ※ ※

特
別
徴
収
義
務
者

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

フ リ ガ ナ

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応答する
係氏名

電話番号

軽油引取税特別徴収義務者登録 (変更) 申請書

元
売
業
者

所 在 地

名 称

は
事
業
所

事
務
所
又

所 在 地

名 称 (電話番号 )

特別徴収義務者として指
定された日

年 月 日

登録 (変更) の理由

１ 事務所又は事業所の営業の開始

２ 事務所又は事業所の営業の開始後の特別徴収義務者としての指定

３ 引渡しに係る軽油の県内への納入

４ 登録事項の変更 ( 年 月 日の変更)

摘 要

※登録
証票

交 付
年 月 日

年 月 日
交付
枚数

枚
受領者
氏 名 �

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には登録 (変更) を必要とする理由を証明する
書類を添付すること｡
２ ｢事務所又は事業所｣ 欄には､ 条例第７条第２項第11号に規定する課税地となるべき事務所又は事
業所の所在地､ 名称及び電話番号を記載すること｡
３ ｢登録 (変更) の理由｣ 欄の１若しくは２に該当する場合又は別紙１に係る登録事項の変更の申請
をする場合には､ 別紙１を添付すること｡
４ ｢登録 (変更) の理由｣ 欄の３に該当する場合又は別紙２に係る登録事項の変更の申請をする場合
には､ 別紙２を添付すること｡
５ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �39 � � � ��� ���



(別紙１) (用紙日本工業規格Ａ４)

事務所又は事業所の明細書

所 在 地 名 称
(電話番号) 代 表 者 氏 名 経営開始年月日 軽 油 の 貯 蔵

設 備 の 有 無

( ) 年 月 日 有 ・ 無

( ) 年 月 日 有 ・ 無

( ) 年 月 日 有 ・ 無

( ) 年 月 日 有 ・ 無

摘 要

備考 軽油の貯蔵設備がある場合には､ その概要を記載した書類を添付すること｡

(別紙２) (用紙日本工業規格Ａ４)

軽 油 の 納 入 地 等 明 細 書

軽 油 の 納 入 地
軽 油 の 納 入 を 受 け る 者

住所又は所在地 氏 名 又 は 名 称

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )40



第102号の17様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の20関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

軽油引取税特別徴収義務者登録消除申請書

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

元 売 ・ 特 約 の 別

申 請 の 理 由

摘 要

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出すること｡

２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �41 � � � ��� ���



第102号の18様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の20関係)

処理事項 課税番号

※ ※

義

務

者

登
録
特
別
徴
収

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応答する係
氏名

電話番号

軽油引取税特別徴収義務者登録証票再交付申請書

事

業

所

事
務
所
又
は

所 在 地

名 称

原 証 票 の 番 号

原 証 票 交 付 年 月 日 年 月 日

再 交 付 を 申 請 す る

理 由

備考 ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )42� � � ��� ���



第102号の19様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の21関係)

軽油引取税に係る免税軽油使用者証・免税証返納命令書

住 所

(所 在 地)

年 月 日

氏 名
様

(名 称)

岐阜県 県税事務所長 印□

地方税法第144条の21第４項及び条例第71条の14第４項の規定により､ 下記のとおり免税軽油使用者証・

免税証の返納を命じます｡

この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この命令書を

受けた日の翌日から起算して60日以内に岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処分の取消し

の訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜県を被告と

して (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消しの訴えは､

当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､ ①審査請求

があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著し

い損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁

決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

住所又は事務所若しくは事業所所在地

免 税 軽 油 使 用 者 証 番 号 業 種

免

税

証

交付年月日 用 途 種 類 記 号 ・ 番 号 枚 数 数 量

㍑券 ～ 枚 ㍑

～

～

～

～

～

返 納 期 限 年 月 日

返
納
を
命
ず
る
理
由

備考 第15号様式備考は､ この様式について準用する｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �43



第102号の20様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の22関係)

処理事項 免税経由使
用者証番号

※ ※

免
税
軽
油
使
用
者

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申告書について応答する
係氏名

電話番号

軽油引取税に係る
免税軽油使用者証

返納申告書
・ 免 税 証

返

納

す

る

証

票

区 分 記号及び番号 枚 数 免税証に記載された軽油の数量

免税軽油使用者証

免

税

証

リットル券
枚 リットル

リットル券

リットル券

リットル券

計

返 納 す る

理 由

返 納 理 由

発 生 年 月 日
年 月 日

摘

要

備考 ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )44� � � ��� ���



第102号の21様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の24関係)

処理事項 課税番号

※ ※

義

務

者

登
録
特
別
徴
収

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応答する係
氏名

電話番号

軽油引取税徴収猶予申請書 ( 年 月分)

事

業

所

事
務
所
又
は

所 在 地

名 称

納入申告書に記載された
納入すべき税額

円

同上のうち納入期限まで
に受けとることのできな
かつた金額

円

徴収猶予を受けようとす
る税額

円

徴収猶予を受けようとす
る期間

年 月 日から 年 月 日まで

納 入 方 法 (２箇月以内)

回 数 １ ２ 計

納 入 年 月 日 年 月 日 年 月 日

税 額 円 円 円

提 供 す る 担 保 別添担保提供書のとおり

備考 １ この申請書には､ 徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �45 � � � ��� ���



第102号の22様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の26関係)

処理事項 課税番号

※ ※

義

務

者

登
録
特
別
徴
収

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申告書 (申請書) について
応答する係氏名

電話番号

軽油の返還があつた旨の申告書
軽油の返還に基づく軽
油引取税還付申請書

事

業

所

事
務
所
又
は

所 在 地

名 称

販売契約の解除に係
る軽油の引取りの行
われた

販売契約の解除があ
つた

販売契約の解除に伴
い軽油の返還があつ
た

返還があつ
た軽油に対
応する軽油
引取税額

左のうち納
入済の税額

還付を受け
たい税額

年月日 数 量 年月日 理 由 年月日 数 量

・ ・
㍑

・ ・ ・ ・
㍑ 円 円 円

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

計

還付を受ける場合の振込
先等

金 融 機 関 名

口 座 番 号
当 座 普 通

備考 １ 軽油の返還があつた旨の申告書は､ 正副２通を提出すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )46� � � ��� ������ ���



第102号の23様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の27関係)

処理事項 課税番号

※ ※

義

務

者

登
録
特
別
徴
収

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応答する係
氏名

電話番号

軽油を免税用途に供したことに伴う
軽油引取税納入免除 (還付) 申請書

事

業

所

事
務
所
又
は

所 在 地

名 称

区 分
免税軽油使用者
氏 名 (名称)

免税用途に供した 納入の免除 (還付)
を受けたい税額

摘 要
年月日 軽油の数量

軽油引取税が未納入
であるもの

・ ・
リットル 円

軽油引取税が納入済
であるもの

・ ・

還付を受ける場合の
振込先等

金 融 機 関 名

口 座 番 号
当 座 普 通

備考 １ 軽油引取税の納入の免除の申請書は､ 正副２通を提出すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �47 � � � ��� ���



第102号の24様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の28関係)

処理事項 免税経由使
用者証番号

※ ※

免
税
軽
油
使
用
者

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応答する
係氏名

電話番号

軽油を免税用途に供したことに伴う軽油引取税免税
承認申請書

免税証の交付を申請した
軽 油 の 数 量

リットル
左のうち交付を受けた免
税証に係る軽油の数量

リットル

免税軽油以外の軽油
を免税用途に供した

左の軽油の引取りを行つ
た免税取扱特別徴収義務
者の事務所又は事業所

免税用途に
供する必要
が生じた理
由

免税証の交
付を申請す
ることがで
きなかつた
理由年月日 数 量

軽油引取
税 額

所 在 地 名 称

・ ・
リットル 円

・ ・

・ ・

・ ・

計

備考 １ この申請書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には申請事項についての事実を証明する書類を
添付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )48� � � ��� ���



第102号の25様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の29関係)

処理事項 課税番号

※ ※

務
者(

納
税
者)

登
録
特
別
徴
収
義

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この請求書について応答する係
氏名

電話番号

軽油引取税に係る更正の請求書

事

業

所

事
務
所
又
は

所 在 地

名 称

区 分 課税標準量 税 率 税 額
申告又は更正
(決定) 年月日

年

月
分

更 正 前
リットル 円

･ ・

更 正 後

年

月
分

更 正 前 ･ ・

更 正 後

年

月
分

更 正 前 ･ ・

更 正 後

計

更 正 前

更 正 後

地方税法第20条の９の３の規
定による更正の請求をする理
由

備考 １ この請求書は､ 正副２通を提出することとし､ 正本には更正の請求をする理由を証明する書類を添
付すること｡
２ ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �49 � � � ��� ���



第102号の26様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の30関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この申請書について応
答する係氏名

電話番号

自動車用炭化水素油譲渡証等用紙交付申請書

燃料炭化水素油譲渡承認番号 第 号

所 要 数 量

※ 整 理 事 項

交 付 年 月 日 年 月 日

交 付 数 量 及 び 番 号 ( から まで)

摘 要

用 紙 受 領 者 名 �
備考 ※印の欄は､ 記載しないこと｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )50� � � ��� ���



第102号の27様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第82条の30関係)

処理事項

※ ※

住 所
(所 在 地)

年 月 日

県税事務所長様

氏 名
法人にあつてはその
名称及び代表者氏名

�
この返納書について応
答する係氏名

電話番号

自動車用炭化水素油譲渡証等用紙返納書

返納数量及び番号

摘 要

備考 ※印の欄は､ 記載しないこと｡

( ) 平成21年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �51 � � � ��� ���



第
百
四
号
様
式
及
び
第
百
四
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
104号

様
式
削
除

第
百
四
号
の
三
様
式
か
ら
第
百
四
号
の
十
三
様
式
ま
で
を
削
る
。

第
百
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
106号

様
式
削
除

第
百
六
号
の
三
様
式
か
ら
第
百
六
号
の
七
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
106号

の
３
様
式
か
ら
第
106号

の
７
様
式
ま
で
削
除

第
百
二
十
三
号
様
式
か
ら
第
百
四
十
三
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
123号

様
式
か
ら
第
143号

様
式
ま
で
削
除

第
百
四
十
三
号
の
二
様
式
及
び
同
様
式
備
考
第
四
号
中｢附

則
第
16条
の
３
｣

を｢附
則
第
16条
｣

に
改
め
る
。

附

則

(

施
行
期
日)

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

経
過
措
置)

２

改
正
後
の
岐
阜
県
税
条
例
施
行
規
則(

以
下｢

新
規
則｣
と
い
う
。)

の
規
定
中
自
動
車
取
得
税

に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
日(

以
下｢

施
行
日｣
と
い
う
。)

以
後
の
自
動
車
の
取

得
に
対
し
て
課
す
べ
き
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

新
規
則
の
様
式
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
改
正
前
の
岐
阜
県

税
条
例
施
行
規
則
の
様
式
に
所
要
の
調
整
を
し
た
も
の
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
十
四
号

総

務

部

出
納
事
務
局

各
県
税
事
務
所

自
動
車
税
事
務
所

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程(

昭
和
六
十
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。目

次
中｢

第
七
節

削
除

第
八
節

自
動
車
税(

第
百
二
十
六
条
―
第
百
三
十
六
条)

｣

を ｢

第
七
節

自
動
車
取

第
七
節
の
二

軽
油

第
八
節

自
動
車
税

得
税(

第
百
十
条
―
第
百
十
九
条)

引
取
税(

第
百
二
十
条
―
第
百
二
十
五
条
の
十
五)

(

第
百
二
十
六
条
―
第
百
三
十
六
条)

｣

に
、｢

第
一
節

自
動
車
取
得
税(

第
百
六
十

第
二
節

軽
油
引
取
税(

第
百
七
十
二

二
条
―
第
百
七
十
一
条)

条
―
第
百
九
十
一
条)

｣

を｢

第
一
節
及
び
第
二
節

削
除｣

に
改
め
る
。

第
一
条
第
三
項
中｢

自
動
車
税
及
び
自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税｣

に
改

め
、
同
条
第
四
項
中｢

第
二
章
第
八
節(

第
百
三
十
四
条
を
除
く
。)

及
び
第
三
章
第
一
節｣

を｢

第

二
章
第
七
節
及
び
第
八
節(

第
百
三
十
四
条
を
除
く
。)｣

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中｢

、
第
二
章
第
一

節
の
三
及
び
第
一
節
の
四
並
び
に
第
三
章
第
二
節｣

を｢

並
び
に
第
二
章
第
一
節
の
三
、
第
一
節
の
四

及
び
第
七
節
の
二｣

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中｢

第
二
章
第
十
一
節
及
び
第
三
章
第
二
節
中
ゴ
ル
フ
場

利
用
税
又
は
軽
油
引
取
税｣

を｢

第
二
章
第
七
節
の
二
及
び
第
十
一
節
中
軽
油
引
取
税
又
は
ゴ
ル
フ
場

利
用
税｣

に
改
め
る
。

第
十
六
条
中｢

自
動
車
税
及
び
自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
取
得
税
及
び
自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
二
十
六
条
及
び
第
二
十
七
条

(

見
出
し
を
含
む
。)

中

｢

自
動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税｣

を

｢
自
動
車
取
得
税
又
は
自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中｢

第
八
十
五
条
の
五
第
一
項(

規
則
第
九
十
六
条
の
三｣

を｢

第
八
十
二
条

の
二
第
一
項(
規
則
第
八
十
五
条
の
二｣

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中｢

自
動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
取
得
税
又
は
自
動
車
税｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

第
八
十
五
条
の
六
第
一
項
た
だ
し

書(

規
則
第
九
十
六
条
の
三｣

を｢

第
八
十
二
条
の
三
第
一
項
た
だ
し
書(

規
則
第
八
十
五
条
の
二｣

に
改
め
る
。
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第
五
十
七
条
第
三
項
第
一
号
中｢

、
第
四
十
二
項
若
し
く
は
第
四
十
三
項｣

を｢

若
し
く
は
第
四
十

四
項
か
ら
第
四
十
七
項
ま
で
、
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
三
項
若
し
く
は
第
七
項｣

に
改
め
、
同

項
第
五
号
中｢

第
百
三
十
七
条
の
十
第
五
項
、
第
百
三
十
七
条
の
十
一
第
一
項｣

を｢

第
六
十
九
条
第

五
項
、
第
七
十
条
第
一
項｣

に
、｢

第
六
百
九
十
九
条
の
十
四
第
七
項(

法
第
六
百
九
十
九
条
の
十
五

第
二
項｣

を｢
第
百
二
十
五
条
第
七
項(

法
第
百
二
十
六
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
項
第
六
号
中｢

第

百
五
十
二
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
百
五
十
三
条
第
二
項
又
は
第
百
五
十
四
条｣

を｢

第

七
十
一
条
の
十
九
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
七
十
一
条
の
二
十
第
二
項
又
は
第
七
十
一
条
の
二
十

一｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中｢

自
動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税｣

を｢

自
動
車
取
得
税
又
は
自
動
車
税｣

に
改
め
る
。

第
八
十
五
条
第
二
項
中｢

第
五
十
三
条
第
四
十
九
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
三
項｣

に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６

県
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
五
十
六
条
の
二
に
規
定
す
る
仮
装
経
理
法
人
税
割
額
の
還
付
の
請
求

書
又
は
第
六
十
三
条
の
二
に
規
定
す
る
仮
装
経
理
事
業
税
額
の
還
付
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
請
求
の
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求
書
に
よ
り
還
付
を
し
な
い
旨
の

決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

法
第
五
十
三
条
第
四
十
四
項
又
は
第
七
十
二
条
の
二
十
四
の
十
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
の
理

由
が
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
第
九
十
一
条
第
六
項
の
請
求
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中｢

第
五
十
三
条
第
四
十
八
項｣

を｢

第
五
十
三
条
第
五
十
二
項｣

に

改
め
る
。

第
二
章
第
七
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
七
節

自
動
車
取
得
税

(

証
紙
代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
の
管
理
簿)

第
百
十
条

規
則
第
八
十
二
条
に
規
定
す
る
始
動
票
札
の
管
理
は
、
別
記
第
二
百
二
十
四
号
様
式
に
よ

る
証
紙
代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
管
理
簿
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

証
紙
代
金
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
徴
収
猶
予)

第
百
十
一
条

第
十
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
六
十
九
条
第
二
項
又
は
第
四

項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
徴
収
猶
予
及
び
そ
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

譲
渡
担
保
財
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
取
得
税
の
納
税
義
務
の
免
除)

第
百
十
二
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
八
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
の

免
除
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
納
税
義
務
の
免
除
に
つ
い
て
決
議
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
八
十
二
条
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
税
義
務
の
免
除
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の

申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
自
動
車
取
得
税
の
納
付
義
務
の
免
除)

第
百
十
三
条

前
条
の
規
定
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
九
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
納
付
義
務

の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

自
動
車
取
得
税
の
課
税
に
つ
い
て
の
調
査)

第
百
十
四
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書(

以
下
こ
の
節

に
お
い
て｢

申
告
書｣

と
い
う
。)

の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
、
自
動

車
取
得
税
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
、
自
動
車
取
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ

た
と
き
そ
の
他
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
自
動
車
の
取
得
価
額
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
に
係
る
更
正
若
し
く
は
決
定
又
は
加
算
金
の
決
定)

第
百
十
五
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
課
税
標
準
額
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
は
、
直
ち
に
、

更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ

り
調
査
し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
直
ち
に
、
決
定
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
更
正
又
は
決
定
を
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
課

税
標
準
額
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
こ
と
を
発
見
し
た
と
き
は
、

直
ち
に
、
更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
の
決
議
は
、
別
記
第
二
百
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
自
動
車

取
得
税
更
正
・
決
定
等
決
議
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決

議
書
に
は
、
別
記
第
二
百
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
明
細
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
に
係
る
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
又
は
重
加

算
金
の
決
定
を
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
百
二
十
五
号
様
式
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定
等

決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
決
議
書
に
は
、
別
記
第
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二
百
二
十
六
号
様
式
に
よ
る
明
細
表
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
に
係
る
更
正
の
請
求

書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求

書
に
よ
り
更
正
を
し
な
い
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
の
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等)

第
百
十
六
条

規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
取
得
税
の
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等
は
、
次

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
調
整
し
て
作
成
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

自
動
車
取
得
税
の
更
正
・
決
定(

加
算
金
決
定)

等
通
知
書

別
記
第
二
百
二
十
七
号
様
式

二

自
動
車
取
得
税
の
加
算
金
決
定
等
通
知
書

別
記
第
二
百
二
十
八
号
様
式

２

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の

旨
を
前
条
第
六
項
の
請
求
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
の
申
告
是
認)

第
百
十
七
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

そ
の
課
税
標
準
額
及
び
税
額
が
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
ら
な
い
と
き

は
、
別
記
第
二
百
二
十
九
号
様
式
に
よ
る
申
告
是
認
調
書
に
よ
り
申
告
是
認
の
整
理
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
是
認
の
整
理
を
し
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書

の
余
白
に
必
要
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
の
減
免)

第
百
十
八
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
十
四
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で

に
掲
げ
る
者
か
ら
同
条
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
減
免
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た

と
き
は
、
条
例
第
七
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
提
示
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
、
戦
傷
病
者
手

帳
、
療
育
手
帳
又
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
に
別
記
第
二
百
三
十
号
様
式
に
よ
る
減
免
申
請
済

印
を
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
十
一
第
三
項
、
第
八
十
二
条
の
十
二
第
二
項
、
第

八
十
二
条
の
十
四
第
九
項
又
は
第
八
十
二
条
の
十
五
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
取
得
税
の
減
免

の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
つ
て
減
免
に
つ
い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

３

規
則
第
八
十
二
条
の
十
一
第
四
項(

規
則
第
八
十
二
条
の
十
二
第
三
項
、
第
八
十
二
条
の
十
四
第

十
一
項
又
は
第
八
十
二
条
の
十
五
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

に
規
定
す
る
通
知

は
、
そ
の
旨
を
第
一
項
の
申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

自
動
車
取
得
税
申
告
書
の
整
理)

第
百
十
九
条

自
動
車
税
事
務
所
長
は
、
自
動
車
取
得
税
申
告
書
を
申
告
日
ご
と
に
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
二
章
第
七
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
七
節
の
二

軽
油
引
取
税

(

軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
調
査)

第
百
二
十
条

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
軽
油

引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
に
つ
い
て
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項

そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
保
全
担
保)

第
百
二
十
一
条

第
二
十
一
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
に
規
定
す

る
軽
油
引
取
税
に
係
る
徴
収
金
の
保
全
担
保
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

仮
特
約
業
者
の
指
定
の
通
知
書
等)

第
百
二
十
二
条

規
則
第
八
十
二
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
仮
特
約
業
者
の
指

定
を
し
た
旨
又
は
指
定
を
認
め
な
い
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
百
三
十
一
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に

よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
八
十
二
条
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
仮
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し

を
し
た
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
百
三
十
二
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

(

特
約
業
者
の
指
定
の
通
知
書
等)

第
百
二
十
三
条

法
施
行
規
則
第
八
条
の
三
十
五
に
規
定
す
る
知
事
が
指
定
す
る
金
額
及
び
期
間
に
つ

い
て
保
証
を
行
う
こ
と
を
証
す
る
文
書
は
、
規
則
第
三
十
三
号
様
式
を
準
用
す
る
。

２

規
則
第
八
十
二
条
の
十
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
を
し
た
旨
又

は
指
定
を
認
め
な
い
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
百
三
十
三
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

規
則
第
八
十
二
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
約
業
者
の
指
定
の
取
消
し
を

し
た
旨
の
通
知
は
、
別
記
第
二
百
三
十
四
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
等)

第
百
二
十
四
条

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税

の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
第
百
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
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る
調
査
に
基
づ
き
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
登
録
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
例
第
七
十
一

条
の
十
一
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
登
録
の
変
更
の
申
請
が
あ
つ
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２

条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
を
し

た
旨
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の
申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
の
決
議
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
法
施
行
規
則

第
八
条
の
二
十
八
に
規
定
す
る
登
録
の
証
票(

以
下
こ
の
条
に
お
い
て｢

登
録
証
票｣

と
い
う
。)

を
当
該
特
別
徴
収
義
務
者
に
交
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
同
項
の
登
録
決
議
書
に
記
載
し
て
整
理

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
条
例
第
七
十
一
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
り
再
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合

に
お
い
て
登
録
証
票
を
再
交
付
し
た
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

４

県
税
事
務
所
長
は
、
登
録
証
票
の
受
払
簿
を
備
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き

は
、
登
録
証
票
の
受
払
い
の
状
況
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

知
事
か
ら
登
録
証
票
の
送
付
を
受
け
た
と
き
。

二

法
第
百
四
十
四
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
証
票
を
交
付
し
た
と
き
。

三

条
例
第
七
十
一
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
再
交
付
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
登
録
証
票

を
再
交
付
し
た
と
き
。

５

県
税
事
務
所
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
登
録
証
票
に
つ
い
て
は
、
速
や
か
に
廃
棄
の
処
分
を
し
、

そ
の
旨
を
第
一
項
の
登
録
決
議
書
に
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

法
第
百
四
十
四
条
の
十
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
返
さ
れ
た
登
録
証
票

二

条
例
第
七
十
一
条
の
十
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
没
収
し
た
登
録
証
票

６

県
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
二
十
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収

義
務
者
の
登
録
の
消
除
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
登
録
特
別
徴
収
義
務
者(
条
例
第
七

十
一
条
の
十
一
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
受
け
た
特
別
徴
収
義
務
者
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。)

の
登
録
の
消
除
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
当
該
申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
当
該
申
請

者
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

条
例
第
七
十
一
条
の
十
一
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
の
消

除
を
し
た
旨
の
通
知(

前
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
特
別
徴
収
義
務
者
の
登
録
の
消
除
を
し
た
旨
の
通

知
を
し
た
場
合
を
除
く
。)

は
、
別
記
第
二
百
三
十
五
号
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
納
税
者
の
調
査)

第
百
二
十
五
条

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
八
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
申
告

納
付
す
べ
き
納
税
者(

以
下
こ
の
節
に
お
い
て｢

納
税
者｣

と
い
う
。)

に
つ
い
て
、
条
例
第
七
十

一
条
の
十
一
第
二
項
各
号
に
規
定
す
る
事
項
に
準
ず
る
事
項
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

(

免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
等)

第
百
二
十
五
条
の
二

県
税
事
務
所
長
は
、
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
税

軽
油
使
用
者
証
の
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
免
税
軽
油
使
用
者

証
の
交
付
に
つ
い
て
決
議
す
る
と
と
も
に
、
当
該
使
用
者
証
を
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
規
定
は
、
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
書

換
え
の
申
請
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
別
記
第
二
百
三
十
六
号
様
式
に
よ
る
交
付
簿
を
備
え
、
前
二
項
の
規
定
に
よ

る
免
税
軽
油
使
用
者
証
の
交
付
及
び
書
換
え
の
状
況
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

免
税
証
の
交
付
等)

第
百
二
十
五
条
の
三

県
税
事
務
所
長
は
、
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
免
税

証
の
交
付
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
免
税
証
の
交
付
に
つ
い
て
決
議

す
る
と
と
も
に
、
必
要
と
す
る
免
税
証
を
当
該
申
請
者
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
は
、
提
示
さ
れ
た
免
税
軽
油
使
用
者
証
に
必
要
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書
の
提
出
が
あ

つ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
書
の
写
し
に
受
付
印
を
押
し
、
こ
れ
を
当
該
免
税
軽
油
使
用
者
に
交
付
す

る
と
と
も
に
、
当
該
届
出
書
に
そ
の
旨
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
関
係
都
道
府
県
知
事

に
通
知
書
を
送
付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
同
項
の
規
定
に
よ
る
免
税
証
交
付
申
請
書
に
記
載
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
証
を
交
付
し
た
者
に
つ
い
て
、
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
免
税
軽
油
の
引
取
数
量
、
消
費
数
量
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

５

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
証
を
交
付
し
た
と
き
、
又
は
条
例
第
七
十
一
条

の
十
五
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
七
十
一
条
の
十
四
第
五
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
免
税
証

の
返
納
が
あ
つ
た
と
き
は
、
別
記
第
二
百
三
十
六
号
様
式
に
よ
る
交
付
簿
に
よ
り
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

６

県
税
事
務
所
長
は
、
免
税
証
用
紙
の
受
払
簿
を
備
え
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
と

き
は
、
免
税
証
用
紙
の
受
払
い
の
状
況
を
記
載
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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一

知
事
か
ら
免
税
証
用
紙
の
交
付
を
受
け
た
と
き
。

二

条
例
第
七
十
一
条
の
十
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
免
税
証
を
交
付
し
た
と
き
。

(

免
税
証
の
不
正
受
給
等
に
よ
る
軽
油
の
引
取
り
に
対
す
る
軽
油
引
取
税
の
賦
課
決
定)

第
百
二
十
五
条
の
四

県
税
事
務
所
長
は
、
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
二
第
四
項(

法
第
百
四
十
四
条

の
二
十
五
第
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。)

の
規
定
に
よ
り
、
普
通
徴
収
の
例
に
よ
り

徴
収
す
る
軽
油
引
取
税
の
賦
課
決
定
を
す
る
と
き
は
、
別
記
第
二
百
三
十
七
号
様
式
に
よ
る
賦
課
決

定
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

普
通
徴
収
に
係
る
軽
油
引
取
税
の
納
税
通
知
書)

第
百
二
十
五
条
の
五

規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
納
税
通
知
書
は
、
別
記
第

二
百
三
十
八
号
様
式
の
と
お
り
調
整
し
て
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
の
処
理)

第
百
二
十
五
条
の
六

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
免
税
証

を
添
付
し
た
軽
油
引
取
税
の
納
入
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
免
税
証
の
交
付
印
を
抹

消
し
、
特
別
徴
収
義
務
者
ご
と
に
別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
二
様
式
に
よ
る
使
用
済
免
税
証
整
理
票

を
付
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予)

第
百
二
十
五
条
の
七

第
十
三
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十

八
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
徴
収
猶
予
及
び
法
第
百
四
十
四
条
の
二
十
九
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
法
第
十
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
の
取
消
し
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
け
る
法
第
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
徴
収
猶
予
の
通
知
は
、
別
記
第
二
百

三
十
八
号
の
三
様
式
に
よ
る
通
知
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
十
七
条
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
八
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
担
保
を
徴
す
る
場

合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

(

徴
収
不
能
額
等
の
納
入
義
務
の
免
除)

第
百
二
十
五
条
の
八

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
十
九
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引

取
税
額
納
入
義
務
の
免
除
の
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
請
書
に
よ
り
納
入
義
務
の

免
除
に
つ
い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
百
四
十
四
条
の
三
十
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
義
務
を
免
除
す
べ
き
金
額
の
決
定
又
は
免

除
を
し
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の
申
請
書
の
副
本
に
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
を
返
還
し
た
場
合
及
び
引
取
後
に
お
い
て
免
税
用
途
に
供
し
た
場
合
の
措
置)

第
百
二
十
五
条
の
九

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
軽
油
の

返
還
が
あ
つ
た
旨
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、
当
該
申
告
書
に
よ
り
納
入
義
務
の
免
除
に

つ
い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

規
則
第
八
十
二
条
の
二
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
納
入
義
務
を
免
除
す
べ
き
数
量
の
決
定
又
は

免
除
を
し
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の
旨
を
前
項
の
申
告
書
の
副
本
に
記
載
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

３

前
二
項
の
規
定
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
一
の
規
定
に
よ
る
納
入
の
免
除
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

(

免
税
軽
油
以
外
の
軽
油
を
免
税
用
途
に
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認)

第
百
二
十
五
条
の
十

県
税
事
務
所
長
は
、
条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
免
税

軽
油
以
外
の
軽
油
を
免
除
用
途
に
供
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
承
認
申
請
書
の
提
出
が
あ
つ
た
と
き
は
、

当
該
申
請
書
に
よ
り
承
認
に
つ
い
て
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
課
税
標
準
量
等
の
調
査)

第
百
二
十
五
条
の
十
一

県
税
事
務
所
長
は
、
軽
油
引
取
税
の
納
入
申
告
書
又
は
納
付
申
告
書(

以
下

こ
の
節
に
お
い
て｢

申
告
書｣

と
い
う
。)

の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
、

軽
油
引
取
税
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
、
軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
の
請
求
書
の
提
出
が
あ
つ

た
と
き
、
そ
の
他
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
特
別
徴
収
義
務
者
又
は
納
税
者
の
軽
油
引
取
税
の
課
税

標
準
量
と
な
る
軽
油
の
引
渡
数
量
そ
の
他
必
要
な
事
項
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定)

第
百
二
十
五
条
の
十
二

県
税
事
務
所
長
は
、
軽
油
引
取
税
の
申
告
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い

て
、
そ
の
課
税
標
準
量
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
き
は
、
直

ち
に
、
更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

県
税
事
務
所
長
は
、
軽
油
引
取
税
の
申
告
書
の
提
出
が
な
い
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査

し
た
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
直
ち
に
、
決
定
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

県
税
事
務
所
長
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
を
し
た
後
に
お

い
て
、
そ
の
課
税
標
準
量
又
は
税
額
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
調
査
し
た
と
こ
ろ
と
異
な
る
こ
と
を
発

見
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
、
更
正
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

前
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
の
決
議
は
、
別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
四
様
式
に
よ
る
軽

油
引
取
税
更
正
・
決
定
等
決
議
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

県
税
事
務
所
長
は
、
規
則
第
八
十
二
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
の
請

求
書
の
提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
更
正
す
べ
き
理
由
が
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
請
求

書
に
よ
り
更
正
を
し
な
い
旨
の
決
議
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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第
十
三
号
様
式

第
十
三
号
の
二
様

式

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予(

換
価
猶
予
取
消))

決
議
書

徴
収
猶
予

(

換
価
猶
予)

(

期
間

延
長)

通
知
書

第
十
三
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五

項
、
第
十
四
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
一
条
、
第
百
六

十
三
条
、
第
百
八
十

二
条
第
一
項
並
び
に

附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
二
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

(
軽
油
引
取
税
に
係
る
加
算
金
の
決
定)

第
百
二
十
五
条
の
十
三

県
税
事
務
所
長
は
、
軽
油
引
取
税
の
過
少
申
告
加
算
金
、
不
申
告
加
算
金
又

は
重
加
算
金
の
決
定
の
決
議
を
前
条
の
規
定
に
よ
る
更
正
又
は
決
定
の
決
議
と
同
時
に
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
更
正
、
決
定
等
決
議
書
に
よ
り
決
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
期
限
後
申
告
に
係
る
不
申
告
加
算
金
の
決
定
の
決
議
は
、
別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
五
様

式
に
よ
る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
決
議
書
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
に
係
る
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等)

第
百
二
十
五
条
の
十
四

規
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
の
更
正
又
は
決
定
の
通
知
書
等

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
様
式
の
と
お
り
調
整
し
て

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

軽
油
引
取
税
更
正
・
決
定
・
加
算
金
決
定
等
通
知
書

別
記
第
二
百
三
十
八
号
の
六
様
式

二

軽
油
引
取
税
の
期
限
後
申
告
に
係
る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
通
知
書

別
記
第
二
百
三
十
八
号

の
七
様
式

２

法
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
を
す
べ
き
理
由
が
な
い
旨
の
通
知
は
、
そ
の

旨
を
第
百
二
十
五
条
の
十
二
第
五
項
の
請
求
書
の
副
本
に
記
載
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(

軽
油
引
取
税
の
申
告
書
等
の
整
理)

第
百
二
十
五
条
の
十
五

県
税
事
務
所
長
は
、
軽
油
引
取
税
に
係
る
次
の
書
類
を
特
別
徴
収
義
務
者
又

は
納
税
者
ご
と
に
編
集
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

軽
油
引
取
税
の
申
告
書

二

軽
油
引
取
税
の
更
正
・
決
定
等
決
議
書

三

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
書
類

２

県
税
事
務
所
長
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
免
税
軽
油
使
用
者
ご
と
に
編
集
し
て
整
理
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

一

免
税
軽
油
使
用
者
証
交
付
申
請
書

二

免
税
証
交
付
申
請
書
及
び
施
行
令
第
四
十
三
条
の
十
五
第
十
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
書

三

条
例
第
七
十
一
条
の
二
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
申
請
書

四

第
百
二
十
五
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
軽
油
引
取
税
賦
課
決
定
決
議
書

五

そ
の
他
必
要
と
認
め
る
書
類

第
百
二
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
中｢

別
記
第
二
百
四
十
三
号
の
二
様
式｣

を｢

別
記
第
二
百
二

十
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
三
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
百
二
十
九
条
及
び
第
百
三
十
条

削
除

第
百
三
十
一
条
第
三
項
中｢

別
記
第
二
百
四
十
三
号
の
二
様
式｣

を｢

別
記
第
二
百
二
十
六
号
様
式｣

に
改
め
る
。

第
百
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

自
動
車
税
の
減
免)

第
百
三
十
五
条

第
百
十
八
条
の
規
定
は
、
規
則
第
八
十
七
条
第
二
項
、
第
八
十
七
条
の
二
第
二
項
、

第
八
十
七
条
の
三
第
六
項
又
は
第
八
十
七
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
減
免
申
請
書
の

提
出
が
あ
つ
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
三
章
第
一
節
及
び
第
二
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
節
及
び
第
二
節

削
除

第
百
六
十
二
条
か
ら
第
百
九
十
一
条
ま
で

削
除

｢

別
記
様
式
目
次
中
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第
十
三
号
様
式

徴
収
猶
予

(

徴
収
猶
予
取
消)

(

換
価
猶
予(

換
価
猶
予
取
消))

決
議
書

第
十
四
号
様
式

徴
収
猶
予(

換
価
猶
予)

取
消
通

知
書

第
十
三
条
第
一
項
、

第
三
項
及
び
第
五

項
、
第
十
四
条
第
一

項
、
第
三
項
及
び
第

五
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
一
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
一

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
一
項
、

第
百
一
条
、
第
百
十

一
条
、
第
百
二
十
五

条
の
七
第
一
項
並
び

に
附
則
第
三
項

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

一
条
、
第
百
六
十
三

条
並
び
に
附
則
第
三

項第
十
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

六
十
三
条
並
び
に
第

百
八
十
二
条
第
一
項

第
二
十

第
二
十

四
号
様
式

第
十
三
号
の
二
様

式第
十
四
号
様
式

担
保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

命
令
決
議
書

徴
収
猶
予

(

換
価
猶
予)

(

期
間

延
長)

通
知
書

徴
収
猶
予(

換
価
猶
予)

取
消
通

知
書

第
十
七
条
第
一
項
、

第
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
十
二
条
第

二
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
二
項
、
第
八
十

第
十
三
条
第
二
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
二
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

一
条
、
第
百
十
一
条

並
び
に
附
則
第
三
項

第
十
三
条
第
四
項
及

び
第
五
項
、
第
十
四

条
第
四
項
及
び
第
五

項
、
第
八
十
八
条
の

二
第
一
項
、
第
八
十

八
条
の
三
第
一
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

一
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
一
項
、
第
百

十
一
条
並
び
に
第
百

二
十
五
条
の
七
第
一

項

第
二
十
四
号
様
式 第

二
十担命

｢
｢

を

に
、

｣

｢
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保(

増
担
保)

提
供(

変
更)

令
決
議
書

五
号
様
式

六
号
様
式

担
保
解
除
通
知
書

担
保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の

徴
収
金
徴
収)

決
議
書第

十
七
条
第
一
項
、

第
二
十
一
条
第
一

項
、
第
二
十
二
条
第

九
条
の
三
第
二
項
、

第
百
七
十
三
条
及
び

第
百
八
十
二
条
第
三

項第
十
七
条
第
三
項
、

第
二
十
一
条
第
三

項
、
第
二
十
二
条
第

三
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
二
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
二
項
、

第
百
七
十
三
条
及
び

第
百
八
十
二
条
第
三

項第
十
七
条
第
四
項
、

第
二
十
一
条
第
三

項
、
第
二
十
二
条
第

三
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
二
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
二
項
、

第
百
七
十
三
条
及
び

第
百
八
十
二
条
第
三

項

第
二
十
五
号
様
式

第
二
十
六
号
様
式

担担徴

保
解
除
通
知
書

保
財
産
処
分(

保
証
人
か
ら
の

収
金
徴
収)

決
議
書

二
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二
項
、

第
八
十
九
条
の
二
第

二
項
、
第
八
十
九
条

の
三
第
二
項
、
第
百

二
十
一
条
及
び
第
百

二
十
五
条
の
七
第
三

項第
十
七
条
第
三
項
、

第
二
十
一
条
第
三

項
、
第
二
十
二
条
第

三
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
二
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
二
項
、

第
百
二
十
一
条
及
び

第
百
二
十
五
条
の
七

第
三
項

第
十
七
条
第
四
項
、

第
二
十
一
条
第
三

項
、
第
二
十
二
条
第

三
項
、
第
八
十
八
条

の
二
第
二
項
、
第
八

十
八
条
の
三
第
二

項
、
第
八
十
九
条
の

二
第
二
項
、
第
八
十

九
条
の
三
第
二
項
、

第
百
二
十
一
条
及
び

第
三
十
九
号
の
二

様
式

第
三
十
九
号
の
三

様
式

自
動
車
税
・
自

関
係
書
類
等
引

自
動
車
税
・
自

地
異
動
通
知
書

を

｣

｢

に
、
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収税 動
車
取
得
税
徴
収

継(

引
受)
書

動
車
取
得
税
課
税

第
二
十
七
条
第
三
項

及
び
第
四
項

第
二
十
七
条
第
四
項

第
二
十
七
条
第
三
項

及
び
第
四
項

第
二
十
七
条
第
四
項

第
二
百
二
十
四
号

様
式

第
二
百
二
十
五
号

様
式

第
二
百
二
十
六
号

様
式

第
二
百
二
十
七
号

様
式

第
二
百
二
十
八
号

様
式

第
二
百
二
十
九
号

様
式

第
二
百
三
十
号
様

式第
二
百
三
十
一
号

様
式

第
二
百
三
十
二
号

様
式

第
百
二
十
五
条
の
七

第
三
項

第
二
百
二
十
四
号

様
式
か
ら
第
二
百

三
十
八
号
様
式
ま

で

証
紙
代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
管

理
簿

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定
等
決

議
書

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
賦
課

等
明
細
表

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定(

加

算
金
決
定)

等
通
知
書

自
動
車
取
得
税
加
算
金
決
定
等
通

知
書

自
動
車
取
得
税
申
告
是
認
調
書

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
減
免

申
請
済
印

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者
指
定

(

申
請
却
下)

通
知
書

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者
指
定
取

消
通
知
書 第

三
十
九
号
の
二

様
式

第
三
十
九
号
の
三

様
式

削
除

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
徴

関
係
書
類
等
引
継(

引
受)

書

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
課

地
異
動
通
知
書

第
百
十
条
第
一
項

第
百
十
五
条
第
四
項

及
び
第
五
項

第
百
十
五
条
第
四
項

及
び
第
五
項
、
第
百

二
十
八
条
第
三
項
及

び
第
四
項
並
び
に
第

百
三
十
一
条
第
三
項

第
百
十
六
条
第
一
項

第
百
十
六
条
第
一
項

第
百
十
七
条
第
一
項

第
百
十
八
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
五
条

第
百
二
十
二
条
第
一

項第
百
二
十
二
条
第
二

項

第
二
百
四
十
三
号

の
二
様
式

第
二
百
三
十
三
号

様
式

第
二
百
三
十
四
号

様
式

第
二
百
三
十
五
号

様
式

第
二
百
三
十
六
号

様
式

第
二
百
三
十
七
号

様
式

第
二
百
三
十
八
号

様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
二
様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
三
様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
四
様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
五
様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
六
様
式

第
二
百
三
十
八
号

の
七
様
式自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
賦
課

等
明
細
表

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指
定(

申

請
却
下)

通
知
書

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指
定
取
消

通
知
書

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登

録
消
除
通
知
書

免
税
証
交
付
簿

軽
油
引
取
税
賦
課
決
定
決
議
書

軽
油
引
取
税
納
税
通
知
書

軽
油
引
取
税
使
用
済
免
税
証
整
理

票軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予
通
知
書

軽
油
引
取
税
更
正
・
決
定
等
決
議

書軽
油
引
取
税
の
期
限
後
申
告
に
係

る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
決
議
書

軽
油
引
取
税
更
正
・
決
定
・
加
算

金
決
定
等
通
知
書

軽
油
引
取
税
の
期
限
後
申
告
に
係

る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
通
知
書

第
百
二
十
八
条
第
三

項
及
び
第
四
項
、
第

百
三
十
一
条
第
三
項

並
び
に
第
百
六
十
七

条
第
四
項
及
び
第
五

第
百
二
十
三
条
第
二

項第
百
二
十
三
条
第
三

項第
百
二
十
四
条
第
七

項第
百
二
十
五
条
の
二

第
三
項
及
び
第
百
二

十
五
条
の
三
第
五
項

第
百
二
十
五
条
の
四

第
百
二
十
五
条
の
五

第
百
二
十
五
条
の
六

第
百
二
十
五
条
の
七

第
二
項

第
百
二
十
五
条
の
十

二
第
四
項
及
び
第
百

二
十
五
条
の
十
三

第
百
二
十
五
条
の
十

三第
百
二
十
五
条
の
十

四
第
一
項

第
百
二
十
五
条
の
十

四
第
一
項

第
二
百

の
二
様

｣

｢を

｣

｢
に
、

｣

｢

を

｣

｣

｢

に
、

を｢
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減
免

証
紙
代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
管

理
簿

四
十
三
号

式

第
百
三
十
五
条
第
一

項
及
び
第
百
七
十
条

削
除

第
二
百
七
十
六
号

様
式

第
二
百
七
十
七
号

様
式

第
二
百
七
十
八
号

様
式

第
二
百
七
十
九
号

様
式

第
二
百
八
十
号
様

式第
二
百
八
十
一
号

様
式

第
二
百
八
十
二
号

様
式
か
ら
第
二
百

八
十
四
号
様
式
ま

で第
二
百
八
十
五
号

様
式

第
二
百
八
十
五
号

の
二
様
式

第
二
百
八
十
五
号

の
三
様
式

第
百
三
十
条
第
一
項

第
二
百
四
十
九
号

様
式

削
除

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定
等
決

議
書

削
除

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定(

加

算
金
決
定)

等
通
知
書

自
動
車
取
得
税
加
算
金
決
定
等
通

知
書

自
動
車
取
得
税
申
告
是
認
調
書

削
除

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者
指
定

(

申
請
却
下)

通
知
書

軽
油
引
取
税
仮
特
約
業
者
指
定
取

消
通
知
書

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指
定(

申

請
却
下)

通
知
書

第
二
百
四
十
九
号

様
式

削
除

項第
二
百
四
十
四
号

様
式

自
動
車
税
・
自
動
車
取
得
税

申
請
済
印第

百
六
十
七
条
第
四

項
及
び
第
五
項

第
百
六
十
八
条
第
一

項第
百
六
十
八
条
第
一

項第
百
六
十
九
条
第
一

項第
百
七
十
四
条
第
一

項第
百
七
十
四
条
第
二

項第
百
七
十
四
条
の
二

第
二
項

第
二
百
四
十
四
号

様
式

削
除

第
二
百
八
十
五
号

の
四
様
式

第
二
百
八
十
五
号

の
五
様
式

第
二
百
八
十
六
号

様
式

第
二
百
八
十
七
号

様
式

第
二
百
八
十
八
号

様
式

第
二
百
八
十
九
号

様
式
及
び
第
二
百

九
十
号
様
式

第
二
百
九
十
一
号

様
式

第
二
百
九
十
二
号

様
式

第
二
百
九
十
三
号

様
式

第
二
百
九
十
四
号

様
式

第
二
百
九
十
五
号

様
式

第
二
百
九
十
六
号

様
式

第
二
百
九
十
七
号

様
式

第
二
百
九
十
八
号

様
式

軽
油
引
取
税
特
約
業
者
指
定
取
消

通
知
書

軽
油
引
取
税
特
別
徴
収
義
務
者
登

録
消
除
通
知
書

免
税
証
交
付
簿

軽
油
引
取
税
賦
課
決
定
決
議
書

軽
油
引
取
税
納
税
通
知
書

削
除

軽
油
引
取
税
使
用
済
免
税
証
整
理

票軽
油
引
取
税
徴
収
猶
予
通
知
書

軽
油
引
取
税
更
正
・
決
定
等
決
議

書削
除

軽
油
引
取
税
の
期
限
後
申
告
に
係

る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
決
議
書

削
除

軽
油
引
取
税
更
正
・
決
定
・
加
算

金
決
定
等
通
知
書

軽
油
引
取
税
の
期
限
後
申
告
に
係

る
不
申
告
加
算
金
決
定
等
通
知
書

第
百
七
十
四
条
の
二

第
三
項

第
百
七
十
五
条
第
七

項第
百
七
十
七
条
第
三

項
及
び
第
百
七
十
八

条
第
五
項

第
百
七
十
九
条

第
百
八
十
条

第
百
八
十
一
条

第
百
八
十
二
条
第
二

項第
百
八
十
七
条
第
四

項
及
び
第
百
八
十
八

条第
百
八
十
八
条

第
百
八
十
九
条
第
一

項第
百
八
十
九
条
第
一

項

｣

｢

に
、

｣

を｢

｣

｢

に
、

｣
を｢

｣

に
、

｣
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旧
特
別
地
方
消
費
税

第
二
百
七
十
六
号

様
式
か
ら
第
二
百

九
十
八
号
様
式
ま

で

削
除軽

油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

県
固
定
資
産
税

鉱
区
税

自
動
車
税

県
固
定
資
産
税

鉱
区
税

自
動
車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

旧
軽

旧
自

旧
特

油
引
取
税

動
車
取
得
税

別
地
方
消
費
税

鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

旧
特
別
地
方
消
費
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

旧
軽
油
引
取
税

旧
自
動
車
取
得
税

旧
特
別
地
方
消
費
税

｢を

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
十
三
号
様
式
中｢第

163条
､
第
182条

｣
を
｢第
111条

､
第
125条

の
７
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
の
二
様
式
中｢第

163条
｣

を｢第
111条

｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
四
号
様
式
中｢第

163条
､
第
182条

｣
を
｢第
111条

､
第
125条

の
７
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
十
四
号
様
式
、
第
二
十
五
号
様
式
及
び
第
二
十
六
号
様
式
中｢第

173条
､
第
182条

｣
を

｢第
121条

､
第
125条

の
７
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
様
式
中｢用

紙
日
本
工
業
規
格
Ｂ
５
｣
を
｢用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
｣

に
改
め

る
。別

記
第
三
十
九
号
の
二
様
式
中｢自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
徴
収
関
係
書
類
等
引
継
(引
受
)
書
｣

を｢自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
徴
収
関
係
書
類
等
引
継
(引
受
)
書
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
三
十
九
号
の
三
様
式
中｢自

動
車
税
・
自
動
車
取
得
税
課
税
地
異
動
通
知
書
｣

を｢自
動
車

取
得
税
・
自
動
車
税
課
税
地
異
動
通
知
書
｣

に
、｢自

動
車
税
又
は
自
動
車
取
得
税
｣

を｢自
動
車
取

得
税
又
は
自
動
車
税
｣

に
改
め
る
。

｢
｢

別
記
第
百
六
十
号
様
式
中

を

に
、

｣
｣

｢

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

｢自
動
車
税

鉱
区

税

別
記
第
百
六
十
三
号
様
式
付
表
一
中

県
固
定
資
産
税

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税
｣

｢自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

を

自
動
車
税

鉱
区

税

県
固
定
資
産
税
｣

に
、｢旧

特
別
地

方
消
費
税
｣

を ｢旧
特
別
地
方
消
費
税

｢

旧
自
動
車
取
得
税

旧
軽
油
引
取
税
｣

に
改
め
、
同
様
式
付
表
二
中

を

｣

｢

に
、 ｢

｣

｢を

｣
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鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

旧
特
別
地
方
消
費
税

旧
軽
油
引
取
税

旧
自
動
車
取
得
税

旧
特
別
地
方
消
費
税

特
別
地
方
消
費
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

税

車
税

取
税

取
得
税

取
税

取
得
税

方
消
費
税

旧
軽
油
引
取
税

旧
自
動
車
取
得
税

旧
特
別
地
方
消
費
税 旧
法
に
よ
る
特
消
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

鉱
区

自
動

軽
油
引

自
動
車

軽
油
引

自
動
車

特
別
地

｢
｢

に
改
め
、
同
様
式
付
表
三
中

を

｣
｣

｣

｢

に
、

｢を

｣

｢

に
改
め
、
同
様
式
付
表
四
中

｣

｢

｢

を

に
、

｣

｢を

｣

｢
｢

に
改
め
、
同
様
式
付
表
五
中

を

｣
｣

に
、 ｢

｣

｢を
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軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

鉱
区

税

自
動

車
税

鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

特
別
地
方
消
費
税

鉱
区

税

自
動

車
税

軽
油
引
取
税

自
動
車
取
得
税

特
別
地
方
消
費
税

旧
に
る

法
よ
税

特

屋
貯
金
事
務
セ
ン
タ
ー

郵
便
局
(

)

油
引
取
税

動
車
取
得
税

別
地
方
消
費
税

別
地
方
消
費
税

取
り
ま
と
め
局
(〒
469-8794)

名
古

取
り
ま
と
め

旧
軽

旧
自

旧
特

に
改
め
、
同
様
式
付
表
六

｣

｢
｢

｢

中

を

に
、

｣
｣

｢を

｣

に
改
め
、

｣

｢
｢

｢

同
様
式
付
表
七
中

を

に
、

｣
｣

｢を

｣

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
百
八
十
九
号
様
式
中｢第

53条
第
46項

(第
47項
・
第
48項
)
｣

を｢第
53条
第
50項

(第

51項
・
第
52項
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
十
一
号
様
式
そ
の
一
中｢共

有
者
数
(人
)
｣

を｢取
得
者
数
(人
)
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
十
五
号
様
式
そ
の
一
及
び
同
様
式
そ
の
二
並
び
に
別
記
第
二
百
十
五
号
の
二
様
式
そ
の

一
及
び
同
様
式
そ
の
二
中｢用

紙
日
本
工
業
規
格
Ｂ
４
｣

を｢用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
｣

に
改
め
る
。

｢
別
記
第
二
百
十
六
号
様
式
そ
の
一
中｢共

有
者
数
｣

を｢取
得
者
数
｣

に
改
め
、

｢を

｣

に
改
め
る
。
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・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

・
・

年
月
日

枚

枚
数 県
保
管
分～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

番
号

枚

枚
数 交
付
分～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

番
号

枚

枚
数 返
納
分～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

番
号

枚

枚
数 計
器
取
扱
者

手
持
分～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～ ～

番
号
備
考

別
記
第
二
百
十
六
号
様
式
そ
の
二
中｢共

有
者
数
｣

を｢取
得
者
数
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
二
百
二
十
四
号
様
式
か
ら
第
二
百
三
十
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
224号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
110条

関
係
)

証
紙
代
金
収
納
計
器
始
動
票
札
管
理
簿

計
器
番
号
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第225号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第115条関係)

所 長 総務課長 課税課長 担当総括 担 当 主 任 起
案 年 月 日

決
裁 年 月 日

自動車取得税更正・決定等決議書

[本 税]

今 回 累 計

申告事由 件 数 税 額 件 数 税 額

増

額

調

定

分

自

動

車

随時申告

修正申告

更正

決定

小計①

軽

自

動

車

随時申告

修正申告

更正

決定

小計②

合計③

減

額

調

定

分

自

動

車

更正

減免

その他

小計④

軽

自

動

車

更正

減免

その他

小計⑤

合計⑥

総合計 (③―⑥)

[加算金]

今 回 累 計

不申告加算金 過少申告加算金 重加算金 不申告加算金 過少申告加算金 重加算金

件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額 件数 金 額

増 額 調 定 分

減 額 調 定 分

合 計

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第
226号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
115条

､
第
128条

､
第
131条

関
係
)

登
録
番
号

申
告
年
月

自
動
車
取
得
税
・
自
動
車
税
賦
課
等
明
細
表

頁
処
理
日
：

頁

住
所
(所
在
地
)
／
氏
名
(名
称
)

納
税
義
務
者

課
税
対

象
年
度

自
動

車
税

特例
税
率
(円
)
月数
確
定
額
(円
)
既
確
定
額(円
)
差
引
増
減
額
(円
)

調
定
年
月
日

課
税
標
準
額

(千
円
)

自
動

車
取

得
税

納
期
限

率
確
定
額
(円
)
既
確
定
額(円
)

課
税
年
度

差
引
増
減
額
(円
)

現
過
名
称

摘
要

調
定
理
由
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第
227号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
116条

関
係
)

(裏
面
)

(延
滞
金
の
計
算
方
法
)

１
延
滞
金
は
､
納
期
限
の
翌
日
か
ら
納
付
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
､
不
足
税
額
(そ
の
全
額
が
2,000円

未
満
で
あ
る
と
き
又
は
1,000円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
全
額
又
は
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
｡)
に

年
14.6パ

ー
セ
ン
ト
(こ
の
通
知
書
に
よ
る
通
知
納
期
限
ま
で
の
期
間
又
は
当
該
通
知
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
(こ
れ
ら
の
期
間
の
う
ち
平
成
12年

１
月
１
日
以
後

の
期
間
に
つ
い
て
は
､
当
該
期
間
の
属
す
る
各
年
の
前
年
の
11月

30日
を
経
過
す
る
時
に
お
け
る
日
本
銀
行
法
第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
る
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加

算
し
た
割
合
が
年
7.3パ

ー
セ
ン
ト
の
割
合
に
満
た
な
い
場
合
は
､
当
該
商
業
手
形
の
基
準
割
引
率
に
年
４
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
加
算
し
た
割
合
))
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
ま
す
(そ
の
全
額
が
1,000円

未
満
で
あ
る
と
き
又

は
100円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
､
そ
の
全
額
又
は
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
る
｡)｡

(不
服
申
立
て
)

２
こ
の
更
正
・
決
定
及
び
加
算
金
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
地
方
税
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､
こ
の
通
知
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日

以
内
に
､
岐
阜
県
知
事
に
対
し

て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

(処
分
の
取
消
し
の
訴
え
)

３
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
前
号
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て
(岐
阜
県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡)
提
起
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
｡
な
お
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
前
号
の
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
次
の�

か
ら�

ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
､
裁
決
を

経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

�
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
｡

�
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
き
｡

�
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
｡

備
考
第
８
号
様
式
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

摘
要

通
知
納
期
限

税
額

税
率

課
税
標
準
額

区
分

(表
面
)

円

千
円

確
定

額

円

千
円

既
確
定
額

円

千
円

差
引
増
減
額

年
月

日
住
所
(所
在
地
)

氏
名
(名

称
)

様
岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所
長

印□
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
､
地
方
税
法
第
129条

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
更
正
・
決
定
及
び
加
算
金
の
決
定
を
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

こ
の
通
知
に
基
づ
く
不
足
税
額
並
び
に
不
足
税
額
に
対
す
る
延
滞
金
額
及
び
加
算
金
額
に
つ
い
て
は
､
通
知
納
期
限
ま
で
に
県
指
定
金
融
機
関
等

へ
納
付
書
に
よ
つ
て
納
め
て
く
だ
さ
い
｡

自
動
車
取
得
税
更
正
・
決
定
(加
算
金
決
定
)
等
通
知
書

加
算
金
計

重
加
算
金

不
申
告
加
算
金

(通
常
対
象
分
)

(加
重
対
象
分
)

過
少
申
告
加
算
金

(通
常
対
象
分
)

(加
重
対
象
分
)

円

計
算
の
基
礎
と
な
る
税
額

登
録
番
号

率

円

確
定

額

納
付
す
べ
き
額

円

既
確
定
額

登
録
年
月
日

円

差
引
増
減
額

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成21年４月１日 ( )68



第
228号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
116条

関
係
)

備
考
第
８
号
様
式
備
考
は
､
こ
の
様
式
に
つ
い
て
準
用
す
る
｡

こ
の
加
算
金
の
決
定
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
､
地
方
税
法
及
び
行
政
不
服
審
査
法
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
､
こ
の
通
知
書
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
60日
以
内
に
､
岐
阜
県
知
事
に

対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
送
達
を
受
け
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
に
､
岐
阜
県
を
被
告
と
し
て
(岐
阜

県
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
り
ま
す
｡)
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡
な
お
､
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
は
､
当
該
審
査
請
求
に
対
す
る
裁
決
を
経
た
後
で
な
け
れ
ば
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
､
①
審
査
請
求
が
あ
つ
た
日
か
ら
３
か
月
を
経
過
し
て
も
裁
決
が
な
い
と
き
､
②
処
分
､
処
分
の
執
行
又
は
手
続
の
続
行
に
よ
り
生
ず
る
著
し
い
損
害
を
避
け
る
た
め
緊
急
の
必
要
が

あ
る
と
き
､
③
そ
の
他
裁
決
を
経
な
い
こ
と
に
つ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
は
､
裁
決
を
経
な
い
で
も
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
｡

摘
要
計

重
加

算
金

不
申
告
加
算
金

(通
常
対
象
分
)

(加
重
対
象
分
)

過
少
申
告
加
算
金

(通
常
対
象
分
)

(加
重
対
象
分
)

区
分

円
税

額 確
定

額
率

円
加
算
金
額

円
税

額
既

確
定

額

年
月

日
住
所
(所
在
地
)

氏
名
(名

称
)

様
岐
阜
県
自
動
車
税
事
務
所
長

印□
自
動
車
取
得
税
に
つ
い
て
､
地
方
税
法
第
132条

及
び
第
133条

の
規
定
に
よ
り
､
次
の
と
お
り
加
算
金
の
決
定
を
し

ま
し
た
の
で
通
知
し
ま
す
｡

こ
の
通
知
書
に
基
づ
く
加
算
金
額
に
つ
い
て
は
､
通
知
納
期
限
ま
で
に
県
指
定
金
融
機
関
等
へ
納
付
書
に
よ
つ
て
納

め
て
く
だ
さ
い
｡

自
動
車
取
得
税
加
算
金
決
定
等
通
知
書

率
円

加
算
金
額

円

差
引
納
付
す
べ
き

金
額 登
録
番
号

通
知
納
期
限

税
額

申
告
等
年
月
日

申
告
等
区
分

加
算
金
の
計
算
基
礎

登
録
年
月
日

円

申
告
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備
考
１
調
査
書
を
添
付
す
る
こ
と
｡

２
申
告
区
分
別
に
作
成
す
る
こ
と
｡

外
件

自
動
車
取
得
税
申
告
是
認
調
書

所
長

申
告
年
月
日

課
税
年
度

氏
名

(
名

称
)

住
所

(
所

在
地
)

登
録
番
号

課
長

年
月

日

年
度

担
当
総
括
担

当
主

任

決
裁

起
案

・
・

・
・

50ミ
リ
メ
ー
ト
ル

自
動
車
税

自
動
車
取
得
税

登
録
(車
両
)
番
号 自
動
車
取
得
税

自
動
車
税
減
免
申
請
済

年
月

日
申
請

年
月

日
申
請

22ミ
リ
メ
ー
ト
ル

第
229号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
117条

関
係
)

第
230号

様
式
(用
紙
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
)
(第
118条

､
第
135条

関
係
)

自
動
車
取
得
税

自
動
車
税
減
免
申
請
済
印
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第231号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第122条関係)

軽油引取税仮特約業者指定 (申請却下) 通知書

第 号
年 月 日

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称) 様

岐阜県 県税事務所長 印□

次のとおり地方税法第144条の８第１項の規定による仮特約業者の
指 定 を
指定の申請を却下

します｡

この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通知書を
受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処分の取消
しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜県を被告
として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消しの訴えは､
当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､ ①審査請求
があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁
決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

指 定 番 号 第 号

指定の有効期間

年 月 日から 年 月 日まで

ただし､ あなたが地方税法第144条の９第１項の規定による特約業者の指定
を受けたときは､ この仮特約業者の指定は､ 効力を失います｡

却 下 の 理 由
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第232号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第122条関係)

軽油引取税仮特約業者指定取消通知書

第 号
年 月 日

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称) 様

岐阜県 県税事務所長 印□

次のとおり地方税法第144条の８第３項の規定により仮特約業者の指定を取り消します｡
この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通知書を
受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処分の取消
しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜県を被告
として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消しの訴えは､
当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､ ①審査請求
があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁
決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

指 定 番 号 第 号

指 定 年 月 日 年 月 日

指定取消しの
適 用 年 月 日

年 月 日

取消しの理由
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第233号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第123条関係)

軽油引取税特約業者指定 (申請却下) 通知書

第 号
年 月 日

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称) 様

岐阜県 県税事務所長 印□

次のとおり地方税法第144条の９第１項の規定による特約業者の
指 定 を
指定の申請を却下

します｡

この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通知書を
受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処分の取消
しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜県を被告
として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消しの訴えは､
当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､ ①審査請求
があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁
決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

指 定 番 号 第 号

指 定 の
適 用 年 月 日

年 月 日

却 下 の 理 由
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第234号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第123条関係)

軽油引取税特約業者指定取消通知書

第 号
年 月 日

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称) 様

岐阜県 県税事務所長 印□

次のとおり地方税法第144条の９
第 ３ 項
第５項本文
第６項後段

の規定により､ 特約業者の指定を取り消します｡

この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通知書を
受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処分の取消
しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜県を被告
として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消しの訴えは､
当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､ ①審査請求
があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著し
い損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁
決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

指 定 番 号 第 号

指 定 年 月 日 年 月 日

指定取消しの
適 用 年 月 日

年 月 日

取消しの理由
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第235号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第124条関係)

軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書

第 号
年 月 日

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称) 様

岐阜県 県税事務所長 印□

次のとおり軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を消除しましたので､ 岐阜県税条例第71条の11第７
項の規定により通知します｡

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

登 録 番 号 第 号

登 録 年 月 日 年 月 日

元売・特約の別

登録消除年月日 年 月 日

登録消除の理由

岐阜県税条例第71条の11第５項

〃 第71条の11第６項第１号

〃 第71条の11第６項第２号
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第236号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の２､ 第125条の３関係)

(表 面)

免 税 証 交 付 簿

整理番号 免税軽油使用者証番号

使

用

者

免

税

軽

油

住 所
(所在地)

氏 名
(名 称)

業 種 電話番号

交

付

年

月

日

使

用

者

証

交付・更新
・再交付

年 月 日
交付・更新
・再交付

年 月 日
交付・更新
・再交付

年 月 日

・ ・ ・ ・ ・ ・

・ ・ ・ ・ ・ ・

免 税 機 械

記載年月日 機械､ 車両又は設備の名称 型 式 軸馬力 摘 要

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

・ ・

備考 免税機械の書換えがあつた場合は､ 摘要欄に書換えの年月日及び理由を記載すること｡
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(裏 面)

免 税 証 交 付 状 況

交 付 年 月 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

交
付
数
量

交 付
リットル リットル リットル リットル

返 納
リットル リットル リットル リットル

有 効 期 間
・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

受 領 者

氏 名 印

交 付 年 月 日

受 領 者

氏 名 印

交 付 年 月 日 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

交
付
数
量

交 付
リットル リットル リットル リットル

返 納
リットル リットル リットル リットル

有 効 期 間
・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

・ ・から
・ ・まで

受 領 者

氏 名 印
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第237号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の４関係)

所 長 総務課長 課税課長 担当総括 担 当 主 任 起
案 年 月 日

決
裁 年 月 日

通
知 年 月 日

軽 油 引 取 税 賦 課 決 定 決 議 書

課税番号 事業者コード

納 税 者 又 は

特別徴収義務者

住所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

課 税 標 準 量 (ι)

税 率 (円)

税 額 (円)

指 定 納 期 限

摘 要

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の５関係)

年 月 日

様

岐阜県 県税事務所長 印□

軽油引取税納税通知書

軽油引取税について､ 地方税法第144条の22第４項､ 第144条の25第５項及び岐阜県税条例第71条の８第２項

の規定により次のとおり賦課しましたので､ 納期限までに納めてください｡

課税番号 事業者コード

納 税 者 又 は
特別徴収義務者

住所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

課 税 標 準 量 (㍑)

税 率 (円)

税 額 (円)

納 期 限 年 月 日

納 付 場 所 下記をご覧ください｡

(納付場所)
１ 納付場所は､ 次のとおりです｡� 岐阜県内の銀行､ 信託銀行､ 信用金庫､ 商工組合中央金庫､ 東海労働金庫､ 信用組合､ 岐阜県信用農業
協同組合連合会及び農業協同組合の本店､ 支店､ 支所又は出張所� 岐阜県外の十六銀行及び大垣共立銀行の支店､ 北陸銀行中村支店並びにみずほ銀行､ 三菱東京ＵＦＪ銀
行及び三井住友銀行の本店又は支店� 岐阜県､ 愛知県､ 三重県及び静岡県内のゆうちょ銀行の支店その他の営業所及び同行の委託を受けて銀
行代理業を営む郵便局 (納期限内に納付される場合に限る｡)
(延滞金)

２ 納期限後に税金を納付する場合は､ 納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ､ 税額 (その全額
が2,000円未満であるとき又は1,000円未満の端数があるときは､ その全額又は端数金額を切り捨てる｡) に年
14.6パーセント (納期限の翌日から１月を経過する日までの期間については年7.3パーセント (当該期間のう
ち平成12年１月１日以後の期間については､ 当該期間の属する各年の前年の11月30日を経過する時における
日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定められる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を
加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない場合は､ 当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの
割合を加算した割合)) の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額 (その全額が1,000円未満であると
き又は100円未満の端数があるときは､ その全額又は端数金額を切り捨てる｡) を加算して納めてください｡
(督促)

３ 納期限までに税金が完納されないときは､ 納期限後20日以内に督促状を発します｡
(滞納処分)

４ 督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは､ 国税徴収法の規定の例によ
つて滞納処分をすることがあります｡
(不服申立て)

５ この税の賦課について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通知
書を受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡
(処分の取消しの訴え)

６ 処分の取消しの訴えは､ 前号の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､
岐阜県を被告として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取
消しの訴えは､ 前号の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていま
すが､ 次の�から�までのいずれかに該当するときは､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起するこ
とができます｡� 審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき｡� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号の２様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の６関係)

課 税 番 号
軽油引取税使用済免税証整理票 ( 年 月分)

登録特別徴収

義 務 者

住 所
(所 在 地)

氏 名
(名 称)

免税証の種類 枚 数 数 量 免税証の種類 枚 数 数 量
１リットル券 枚 リットル 100リットル券 枚 リットル
５リットル券 200リットル券
10リットル券 500リットル券
18リットル券 1,000リットル券
20リットル券 5,000リットル券
50リットル券 10,000リットル券

合 計

用 途 本 県 発 行 他 府 県 発 行 合 計
リットル リットル リットル

合 計
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第238号の３様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の７関係)

第 号

年 月 日

様

岐阜県 県税事務所長 印□

軽油引取税徴収猶予通知書

軽油引取税について､ 地方税法第144条の29第２項及び岐阜県税条例第71条の18第１項の規定により次のと

おり徴収猶予をしましたので､ 通知します｡

課 税 番 号

年 月 年 月

徴 収 猶 予 期 間 徴収猶予額 (円)

摘

要

１ 上記期間内に納めないときは､ この猶予を取り消し､ 滞納処分をすることになりますので､ ご注意
ください｡
２ この処分について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この通
知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡
処分の取消しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内
に､ 岐阜県を被告として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､
処分の取消しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこと
とされていますが､ ①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の
執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経
ないことにつき正当な理由があるときは､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することがで
きます｡

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号の４様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の12､ 第125条の13関係)

所 長 総務課長 課税課長 担当総括 担 当 主 任 起
案 年 月 日

決
裁 年 月 日

通
知 年 月 日

軽油引取税更正・決定等決議書

年 月 課税番号 事業者コード

納 税 者 又 は
特別徴収義務者

住所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

区 分 課税標準量(ι) 税率(円) 確定額(円) 既確定額(円) 増減額(円)

本 税 ①

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既確定額(円) 増減額(円)

過少申告加算金②
(通常対象分)
(加重対象分)

不申告加算金③
(通常対象分)
(加重対象分)

重 加 算 金④

通 知 納 期 限 年 月 日
納付 (入) すべき額
①＋②＋③＋④

円

更 正 決 定 の 理 由

摘

要

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号の５様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の13関係)

所 長 総務課長 課税課長 担当総括 担 当 主 任 起
案 年 月 日

決
裁 年 月 日

通
知 年 月 日

軽油引取税の期限後申告に係る不申告加算金決定等決議書

年 月 申 告 期 限 年 月 日 申 告 年 月 日 年 月 日

課 税 番 号 事業者コード

納 税 者 又 は
特別徴収義務者

住所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円)

不申告加算金①
(通常対象分)
(加重対象分)

通 知 納 期 限 年 月 日
納 付 す べ き 額

①
円

加算金決定の理由 地方税法第144条の47の規定による｡

摘

要

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号の６様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の14関係)

(表面)
年 月 日

様
岐阜県 県税事務所長 印□

軽油引取税更正・決定 (加算金決定) 等通知書

軽油引取税について､ 次のとおり更正・決定及び加算金の決定をしましたので通知します｡
この通知に基づく不足税額並びに不足税額に対する延滞金額及び加算金額については､ 通知納期限までに県
指定金融機関等へ納入書 (納付書) によつて納めてください｡

年 月 課税番号 事業者コード

特別徴収義務者
又 は 納 税 者

住所又は
所 在 地
氏名又は
名 称

区 分 課税標準(ι) 税率(円) 確定額(円) 既確定額(円) 増減額(円)

本 税 ①

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円) 既確定額(円) 増減額(円)

過少申告加算金②
(通常対象分)
(加重対象分)

不申告加算金③
(通常対象分)
(加重対象分)

重 加 算 金④

通 知 納 期 限 年 月 日 納入 (付) すべき額
①＋②＋③＋④ 円

更正・決定の理由

(裏面)
(延滞金の計算方法)

１ 延滞金は､ 納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ､ 不足税額 (その全額が2,000円未満で
あるとき又は1,000円未満の端数があるときは､ その全額又は端数金額を切り捨てる｡) に年14.6パーセン
ト (この通知書による通知納期限までの期間又は当該通知納期限の翌日から１月を経過する日までの期間
については年7.3パーセント (これらの期間のうち平成12年１月１日以後の期間については､ 当該期間の
属する各年の前年の11月30日を経過する時における日本銀行法第十五条第一項第一号の規定により定めら
れる商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合が年7.3パーセントの割合に満たない
場合は､ 当該商業手形の基準割引率に年４パーセントの割合を加算した割合)) の割合を乗じて計算しま
す (その全額が1,000円未満であるとき又は100円未満の端数があるときは､ その全額又は端数金額を切り
捨てる｡)｡
(不服申立て)

２ この更正・決定及び加算金の決定について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めると
ころにより､ この通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をする
ことができます｡
(処分の取消しの訴え)

３ 処分の取消しの訴えは､ 前号の審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内
に､ 岐阜県を被告として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処
分の取消しの訴えは､ 前号の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととさ
れていますが､ 次の�から�までのいずれかに該当するときは､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを
提起することができます｡� 審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき｡� 処分､ 処分の執行又は手続の続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき｡� その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき｡
備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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第238号の７様式 (用紙日本工業規格Ａ４) (第125条の14関係)

年 月 日
様

岐阜県 県税事務所長 印□

軽油引取税の期限後申告に係る不申告加算金決定等通知書

軽油引取税について､ 次のとおり不申告加算金の決定をしましたので通知します｡
この通知に基づく加算金額については､ 通知納期限までに県指定金融機関等へ納付書によつて納めてくださ
い｡

年 月 申 告 期 限 年 月 日 申 告 年 月 日 年 月 日

課 税 番 号 事業者コード

納 税 者 又 は
特別徴収義務者

住所又は
所 在 地

氏名又は
名 称

区 分 対象税額(円) 率(％) 加算金額(円)

不申告加算金①
(通常対象分)
(加重対象分)

通 知 納 期 限 年 月 日
納 付 す べ き 額

①
円

加算金決定の理由 地方税法第144条の47の規定による｡

この加算金の決定について不服があるときは､ 地方税法及び行政不服審査法の定めるところにより､ この

通知書を受けた日の翌日から起算して60日以内に､ 岐阜県知事に対して審査請求をすることができます｡ 処

分の取消しの訴えは､ 当該審査請求に対する裁決の送達を受けた日の翌日から起算して６か月以内に､ 岐阜

県を被告として (岐阜県知事が被告の代表者となります｡) 提起することができます｡ なお､ 処分の取消し

の訴えは､ 当該審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが､

①審査請求があつた日から３か月を経過しても裁決がないとき､ ②処分､ 処分の執行又は手続の続行により

生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき､ ③その他裁決を経ないことにつき正当な理由がある

ときは､ 裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます｡

備考 第８号様式備考は､ この様式について準用する｡
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摘
要

ク
レ
ジ
ッ
ト

納
付
番
号

納
期
限

課
税
年
度

通
知
書
番
号

確
認
番
号

納
付
番
号

確
認
番
号

納
付
区
分

摘
要

納
期
限

別
記
第
二
百
四
十
三
号
の
二
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
243号

の
２
様
式
削
除

別
記
第
二
百
四
十
四
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
244号

様
式
削
除

｢

別
記
第
二
百
四
十
七
号
様
式
そ
の
一
中

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

別
記
第
二
百
四
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
249号

様
式
削
除

別
記
第
二
百
七
十
六
号
様
式
か
ら
第
二
百
九
十
八
号
様
式
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
276号

様
式
か
ら
第
298号

様
式
ま
で
削
除

別
記
第
二
百
九
十
八
号
の
五
様
式
中｢附
則
第
16条
の
３
｣

を｢附
則
第
16条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
前
の
岐
阜
県
税
事
務
処
理
規
程
の
様
式
に
よ
る
用
紙
で
知
事
が
必
要
と
認
め
る
も
の
は
、
当

分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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